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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一のパネルを含む面積に分割された複数の単結晶半導体層を、絶縁層を介して絶縁表面
を有する基板上に接合し、
　前記複数の単結晶半導体層から選択された一のまとまりを同時に露光して回路パターン
を形成することにより、個々の前記単結晶半導体層を用いてトランジスタを含む回路を形
成し、
　前記複数の単結晶半導体層から選択された一のまとまりは、露光装置が１回に露光する
範囲のまとまりとすることを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記露光装置が１回に露光する範囲のまとまりは、アライメントマーカーを有し、
　前記アライメントマーカーを用いて、前記単結晶半導体層の位置合わせを行うことを特
徴とする表示装置の製造方法。
【請求項３】
　第１の面積に分割された複数の単結晶半導体層を、絶縁層を介して絶縁表面を有する基
板上に接合し、
　前記複数の単結晶半導体層から選択された一のまとまりを同時に露光して回路パターン
を形成することにより、個々の前記単結晶半導体層を用いてトランジスタを含む回路を形
成し、
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　前記複数の単結晶半導体層から選択された一のまとまりは、露光装置が１回に露光する
範囲のまとまりとすることを特徴とするトランジスタを含む回路の製造方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板及びそれにより
製造される表示装置に関する。特に貼り合わせＳＯＩ技術に関するものであって、ガラス
等の絶縁表面を有する基板に単結晶若しくは多結晶の半導体層を接合させたＳＯＩ基板及
び当該ＳＯＩ基板を用いて製造される表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＶＬＳＩ技術が飛躍的な進歩を遂げる中で、高速化、低消費電力化を実現できる
ＳＯＩ構造が注目されている。この技術は、従来バルク単結晶シリコンで形成されていた
電界効果トランジスタ（ＦＥＴ；Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）の
活性領域（チャネル形成領域）を、単結晶シリコン薄膜とする技術である。ＳＯＩ構造を
用いてＭＯＳ型電界効果トランジスタを作製すると、従来のバルク単結晶シリコン基板を
用いる場合よりも寄生容量を小さくでき、高速化に有利になることが知られている。
【０００３】
　従来のＳＯＩ基板を製造する方法としては、水素イオン注入剥離法が知られている（例
えば、特許文献１参照）。水素イオン注入剥離法は、シリコンウェハに水素イオンを注入
することによって表面から所定の深さに微小気泡層を形成し、該微小気泡層を劈開面とす
ることで、別のシリコンウェハに薄い単結晶シリコン層（ＳＯＩ層）を接合する。さらに
ＳＯＩ層を剥離する加熱処理を行うことに加え、酸化性雰囲気下での加熱処理によりＳＯ
Ｉ層に酸化膜を形成した後に該酸化膜を除去し、次に１０００℃乃至１３００℃の還元性
雰囲気下で加熱処理を行って接合強度を高める必要があるとされている。
【０００４】
　ＳＯＩ基板を用いた半導体装置の一例として、本出願人によるものが知られている（特
許文献２参照）。この場合にも、ＳＯＩ層において応力に起因する準位や欠陥を除去する
ために１０５０℃乃至１１５０℃の加熱処理が必要であることが開示されている。
【特許文献１】国際公開第００／２４０５９号パンフレット
【特許文献２】特開２０００－１２８６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のＳＯＩ基板の製造方法では、ＳＯＩ層の接合強度を強固なものとするために１０
００℃以上の高温で加熱処理する必要があった。そのため、液晶パネル等の表示装置の製
造に用いられるガラス基板のように、耐熱温度が６００℃程度の基板にＳＯＩ層を形成す
ることが困難であった。仮に水素イオン注入剥離法でＳＯＩ層をガラス基板上に設けたと
しても、高温の加熱処理を適用することができないために、ＳＯＩ層の接合強度が弱いと
いった問題があった。さらに、従来の水素イオン注入剥離法を利用したＳＯＩ基板は、１
枚のシリコンウェハに対し１枚のシリコンウェハを貼りあわせてその内の１枚のシリコン
ウェハを薄膜化することによりＳＯＩ構造を得ていた。そのため、シリコンウェハの大き
さに依存しており、大面積化を図ることは難しかった。
【０００６】
　上記問題に鑑み、本発明はＳＯＩ基板の大面積化を図り、当該ＳＯＩ基板を用いた表示
装置の製造の生産性を向上させることを目的の一とする。また、表示装置の高性能化を目
的の一とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　絶縁表面を有する基板上に複数の単結晶半導体層を接合させ、当該単結晶半導体層によ
りトランジスタを含む回路を形成して表示装置を製造することを要旨とする。
【０００８】
　当該単結晶半導体層は、単結晶半導体基板から剥離されたものが適用される。単結晶半
導体基板に替えて多結晶半導体基板を適用しても良い。単結晶半導体層は、一つの表示パ
ネルに相当する大きさ（パネルサイズ）、具体的には一のパネルを含む面積に分割され、
絶縁表面を有する基板上に接合される。
【０００９】
　単結晶半導体基板から複数の単結晶半導体層を転置する場合には、一のアライメントマ
ーカーに複数の単結晶半導体層が属するようにしても良い。
【００１０】
　本発明の一は、絶縁表面を有する基板上に、一のパネルを含む面積に分割された複数の
単結晶半導体層を絶縁層を介して接合し、複数の単結晶半導体層から選択された一のまと
まりを同時に露光して回路パターンを転写し形成することにより、個々の単結晶半導体層
を用いてトランジスタを含む回路を形成する表示装置の製造方法である。
【００１１】
　本発明の一は、絶縁表面を有する基板上に、一のパネルを含む面積に分割された複数の
単結晶半導体層を、有機シランを原料ガスとして化学気相成長法により成膜する酸化シリ
コン層を介して接合し、複数の単結晶半導体層から選択された一のまとまりを同時に露光
して回路パターンを転写し形成することにより、個々の単結晶半導体層を用いてトランジ
スタを含む回路を形成する表示装置の製造方法である。
【００１２】
　また、本発明の一は、複数の単結晶半導体層から選択された一のまとまりは、露光装置
で１回に露光できる範囲、つまり露光装置が１回に露光する範囲のまとまりとしてもよい
。また、一のまとまりには、一のアライメントマーカーに複数の前記単結晶半導体層が属
していてもよい。
【００１３】
　また、本発明の一は、絶縁表面を有する基板上にトランジスタを含む回路を有し、トラ
ンジスタに、単結晶半導体を含むチャネル形成領域を有し、トランジスタのチャネル形成
領域と前記絶縁表面を有する基板との間には、有機シランを原料ガスとして化学気相成長
法により成膜された酸化シリコン層が設けられている表示装置である。
【００１４】
　また、本発明の一は、有機シランとしては、テトラエトキシシラン、トリメチルシラン
、テトラメチルシラン、テトラメチルシクロテトラシロキサン、オクタメチルシクロテト
ラシロキサン、ヘキサメチルジシラザン、トリエトキシシラン、又はトリスジメチルアミ
ノシランを用いることができる。
【００１５】
　また、本発明の一は、絶縁表面を有する基板として、アルミノシリケートガラス、アル
ミノホウケイ酸ガラス、又はバリウムホウケイ酸ガラス、石英基板、サファイヤ基板、又
はセラミック基板を用いることができる。
【００１６】
　なお、本明細書において、表示装置とは、液晶素子、発光素子、又は電気泳動素子など
の表示素子を用いたデバイス、すなわち画像表示デバイスを示す。また、表示パネル（液
晶パネル、発光パネル）に外部入力端子、例えばフレキシブルプリント配線（ＦＰＣ：Ｆ
ｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）もしくはＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔ
ｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）テープもしくはＴＣＰ（Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐ
ａｃｋａｇｅ）が取り付けられたモジュール、ＴＡＢテープやＴＣＰの先にプリント配線
板が設けられたモジュール、または表示パネルにＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）
方式によりＩＣ（集積回路）やＣＰＵ（中央演算処理装置）が直接実装されたモジュール
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も全て表示装置に含むものとする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明を適用することで、ＳＯＩ基板の大面積化が可能となり、当該ＳＯＩ基板を用い
た表示装置の製造における生産性を向上させることができる。また、ＳＯＩ基板を用いた
表示装置の高性能化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施の形態について、図面を用いて以下に説明する。但し、本発明は以下の説
明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなく、その形態及び詳細を
様々に変更しうることは、当業者であれば容易に理解される。したがって、本発明は以下
に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する
本発明の構成において、同じものを指す符号は異なる図面間で共通して用いる場合がある
。
【００１９】
（実施の形態１）
　本実施の形態に係るＳＯＩ基板は、単結晶半導体基板から、異種基板（以下、「ベース
基板」ともいう）に転置して形成する。以下、本実施の形態に係るＳＯＩ基板及びその製
造方法の一形態について説明する。
【００２０】
　図１（Ａ）、図１（Ｂ）に、本発明に係るＳＯＩ基板の構成を示す斜視図の例を示す。
また、図２（Ａ）、（Ｂ）及び図３（Ａ）、（Ｂ）に、本発明に係るＳＯＩ基板の断面図
の例を示す。
【００２１】
　図１（Ａ）及び図２（Ａ）、（Ｂ）において、ＳＯＩ基板１００は、ベース基板１１０
の一表面上に、絶縁層１２０及び単結晶半導体層１３０（以下、ＳＯＩ層ともいう）が順
次積層された積層体が複数設けられた構成を有する。ＳＯＩ層１３０は、絶縁層１２０を
介してベース基板１１０上に設けられており、いわゆるＳＯＩ構造を形成している。つま
り、１枚のベース基板１１０上に複数のＳＯＩ層１３０が設けられて、１枚のＳＯＩ基板
１００を形成している。なお、図２では、便宜上１枚のベース基板１１０に２つのＳＯＩ
層１３０が設けられている例を示す。
【００２２】
　ＳＯＩ層１３０は単結晶半導体であり、代表的には単結晶シリコンが適用される。その
他、水素イオン注入剥離法を利用して単結晶半導体基板若しくは多結晶半導体基板から剥
離可能であるシリコン、ゲルマニウムや、ガリウムヒ素、インジウムリンなどの化合物半
導体である結晶性半導体層を適用することもできる。
【００２３】
　本発明に係るＳＯＩ基板は、当該ＳＯＩ基板を構成するＳＯＩ層１３０のサイズを、所
望のパネルサイズとすることを特徴の１つとしている。ＳＯＩ層１３０は、所望のパネル
サイズである一のパネルを含む面積に分割されている。なお、本明細書における「パネル
サイズ」とは、表示パネルの表示部及びその周辺の額縁部（非表示部）を合わせたサイズ
を示す。また、「サイズ」とは、面積を示すものとする。本発明に係るＳＯＩ基板は、ベ
ース基板１１０上に、所望のパネルサイズである一のパネルを含む面積に分割された複数
のＳＯＩ層１３０が絶縁層１２０を介して接合している。
【００２４】
　パネルサイズは用途により適宜選択すればよいが、例えば対角１０インチ未満の中小型
パネルサイズとすることができる。中小型パネルとして携帯電話機を想定する場合、表示
部のサイズ（画面サイズ）としては、例えば対角２．２インチ（５６ｍｍ）、対角２．４
インチ（６１ｍｍ）、対角２．６インチ（６６ｍｍ）等が知られている。これらのパネル
サイズとする場合は、画面サイズに表示部周辺の額縁部のサイズ（画面額縁サイズ）を考
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慮したサイズとすればよい。
【００２５】
　ＳＯＩ層１３０の形状は特に限定されないが、矩形状（正方形を含む）とすると加工が
容易になり、ベース基板１１０にも集積度良く貼り合わせることができ好ましい。また、
ディスプレイ等の表示装置のパネルとする場合は、ＳＯＩ層１３０のアスペクト比が４：
３となるようにすることが好ましい。ＳＯＩ層１３０を所望の一のパネルを含む面積、つ
まり所望のパネルサイズ程度とすることで、完成するＳＯＩ基板を用いて製造した表示パ
ネルを組み込んで各種表示装置を製造する際に、パネル毎に歩留まりを管理することが可
能となる。また、個々のパネルを分断する際に、素子にダメージが入るのを防止すること
ができる。よって、歩留まりの向上を図ることができる。さらに、ＳＯＩ層１３０を所望
の一のパネルを含む面積に分割する、つまりＳＯＩ層１３０を所望のパネルサイズ程度と
することで、各パネルの素子を１つのＳＯＩ層で形成することができ、特性のばらつきを
抑えることが可能になる。
【００２６】
　ベース基板１１０は絶縁表面を有する基板または絶縁基板を用いる。具体的には、アル
ミノシリケートガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラスのような
電子工業用に使われる各種ガラス基板、石英基板、セラミック基板、サファイヤ基板が挙
げられる。好ましくはベース基板１１０としてガラス基板を用いるのがよく、例えば第６
世代（１５００ｍｍ×１８５０ｍｍ）、第７世代（１８７０ｍｍ×２２００ｍｍ）、第８
世代（２２００ｍｍ×２４００ｍｍ）といわれる大面積のマザーガラス基板を用いる。大
面積のマザーガラス基板をベース基板１１０として用い、本発明を適用してＳＯＩ基板を
製造することで、ＳＯＩ基板の大面積化が実現できる。また、絶縁表面を有する基板であ
るベース基板上に、一のパネルを含む面積に分割された複数のＳＯＩ層、具体的には所望
のパネルサイズに分割された複数のＳＯＩ層を絶縁層を介して接合したＳＯＩ基板は、個
々のＳＯＩ層が所望のパネルサイズであるため、１枚のベース基板で製造できる表示パネ
ルの数（面取り数）を増大させることができる。したがって、該表示パネルを組み込んで
製造する最終製品（表示装置）の生産性を向上させることができる。
【００２７】
　ベース基板１１０とＳＯＩ層１３０の間には、絶縁層１２０が設けられている。絶縁層
１２０は単層構造としても積層構造としてもよいが、ベース基板１１０と接合する面（以
下、「接合面」ともいう）は、平滑面を有し親水性表面となるようにする。以下、本明細
書では、接合面に形成する層を接合層ともいう。図２（Ａ）は絶縁層１２０として接合層
１２２を形成する例を示している。平滑面を有し親水性表面を形成できる接合層１２２と
しては、酸化シリコン層が適している。特に、有機シランを原料ガスに用いて化学気相成
長法により作製される酸化シリコン層が好ましい。有機シランとしては、テトラエトキシ
シラン（略称；ＴＥＯＳ：化学式Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）、テトラメチルシラン（ＴＭＳ
：化学式Ｓｉ（ＣＨ３）４）、トリメチルシラン（（ＣＨ３）３ＳＩＨ）、テトラメチル
シクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳ）、オクタメチルシクロテトラシロキサン（ＯＭＣ
ＴＳ）、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）、トリエトキシシラン（ＳｉＨ（ＯＣ２Ｈ

５）３）、トリスジメチルアミノシラン（ＳｉＨ（Ｎ（ＣＨ３）２）３）等のシリコン含
有化合物を用いることができる。
【００２８】
　上記平滑面を有し親水性表面を形成する接合層１２２は、膜厚５ｎｍ乃至５００ｎｍの
範囲で設けることが好ましい。接合層１２２の膜厚を上記範囲内とすることで、被成膜表
面の表面荒れを平滑化すると共に、当該膜の成長表面の平滑性を確保することが可能であ
る。また、接合する基板（図２（Ａ）ではベース基板１１０）との歪みを緩和することが
できる。なお、ベース基板１１０にも、接合層１２２と同様の酸化シリコン層を設けても
よい。本発明に係るＳＯＩ基板は、絶縁表面を有する基板若しくは絶縁基板であるベース
基板１１０にＳＯＩ層１３０を接合するに際し、接合を形成する面の一方若しくは双方に
、好ましくは有機シランを原料ガスとして成膜した酸化シリコン層でなる接合層を設ける
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ことで強固な接合を形成することができる。
【００２９】
　図２（Ｂ）は絶縁層１２０を積層構造とする例を示している。具体的には、絶縁層１２
０として接合層１２２及び窒素含有絶縁層１２４の積層構造を形成する例を示している。
なお、ベース基板１１０との接合面には接合層１２２が形成されるようにするため、ＳＯ
Ｉ層１３０と接合層１２２との間に窒素含有絶縁層１２４が設けられた構成とする。窒素
含有絶縁層１２４は、窒化シリコン層、窒化酸化シリコン層又は酸化窒化シリコン層を用
いて単層構造又は積層構造で形成する。例えば、ＳＯＩ層１３０側から酸化窒化シリコン
層、窒化酸化シリコン層を積層して窒素含有絶縁層１２４とすることができる。接合層１
２２はベース基板１１０と接合を形成するために設けるのに対し、窒素含有絶縁層１２４
は、可動イオンや水分等の不純物がＳＯＩ層１３０に拡散して汚染されることを防ぐため
に設けることが好ましい。
【００３０】
なお、酸化窒化シリコン層とは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多いものを
示し、ラザフォード後方散乱法（ＲＢＳ：Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅ
ｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）及び水素前方散乱法（ＨＦＳ：Ｈｙｄｒｏｇｅｎ
　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ）を用いて測定した場合に、濃度範囲として酸
素が５０原子％～７０原子％、窒素が０．５原子％～１５原子％、Ｓｉが２５原子％～３
５原子％、水素が０．１原子％～１０原子％の範囲で含まれるものをいう。また、窒化酸
化シリコン層とは、その組成として、酸素よりも窒素の含有量が多いものを示し、ＲＢＳ
及びＨＦＳを用いて測定した場合に、濃度範囲として酸素が５原子％～３０原子％、窒素
が２０原子％～５５原子％、Ｓｉが２５原子％～３５原子％、水素が１０原子％～３０原
子％の範囲で含まれるものをいう。但し、酸化窒化シリコンまたは窒化酸化シリコンを構
成する原子の合計を１００原子％としたとき、窒素、酸素、Ｓｉ及び水素の含有比率が上
記の範囲内に含まれるものとする。
【００３１】
　図１（Ｂ）及び図３（Ａ）、（Ｂ）は、ベース基板１１０に接合層を含む絶縁層１５０
を形成する例を示している。絶縁層１５０は、単層構造でも積層構造でもよいが、ＳＯＩ
層１３０との接合面は平滑面を有し親水性表面を形成するようにする。なお、ベース基板
１１０と接合層との間には、ベース基板１１０として用いられるガラス基板からアルカリ
金属若しくはアルカリ土類金属などの可動イオンの拡散を防ぐため、バリア層が設けられ
ていることが好ましい。
【００３２】
　図３（Ａ）は、絶縁層１５０としてバリア層１５２、接合層１５４の積層構造を形成す
る例を示している。接合層１５４としては、前記接合層１２２と同様の酸化シリコン層を
設ければよい。また、ＳＯＩ層１３０に適宜接合層を設けてもよい。図３（Ａ）では、Ｓ
ＯＩ層１３０にも接合層１２２を設ける例を示している。このような構成とすることで、
ベース基板１１０及びＳＯＩ層１３０を接合させる際に接合層同士で接合を形成するため
、より強固な接合を形成することができる。バリア層１５２は、酸化シリコン層、窒化シ
リコン層、酸化窒化シリコン層又は窒化酸化シリコン層を用いて単層構造又は積層構造で
形成する。好ましくは、窒素を含有する絶縁層を用いて形成する。
【００３３】
　図３（Ｂ）は、ベース基板１１０に接合層を設ける例を示している。具体的には、ベー
ス基板１１０に絶縁層１５０としてバリア層１５２と接合層１５４の積層構造を設けてい
る。また、ＳＯＩ層１３０には酸化シリコン層１２６を設けている。ベース基板１１０に
ＳＯＩ層１３０を接合する際には、酸化シリコン層１２６が接合層１５４と接合を形成す
る。酸化シリコン層１２６は、熱酸化法により形成されたものが好ましい。また、酸化シ
リコン層１２６としてケミカルオキサイドを適用することもできる。ケミカルオキサイド
は、例えばオゾン含有水で半導体基板表面を処理することで形成することができる。ケミ
カルオキサイドは半導体基板の表面の平坦性を反映して形成されるので好ましい。
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【００３４】
　次に、本発明に係るＳＯＩ基板の製造方法について説明する。ここでは、図２（Ａ）に
示すＳＯＩ基板の製造方法の例について、図４乃至図６を用いて説明する。
【００３５】
　まず、半導体基板１０１を準備する（図４（Ａ）、図６（Ａ）参照）。半導体基板１０
１としては、市販の半導体基板、例えば、単結晶半導体基板や多結晶半導体基板を用いれ
ばよい。具体的には、シリコン基板やゲルマニウム基板などの半導体基板、ガリウムヒ素
やインジウムリンなどの化合物半導体基板が挙げられる。市販のシリコン基板としては、
直径５インチ（１２５ｍｍ）、直径６インチ（１５０ｍｍ）、直径８インチ（２００ｍｍ
）、直径１２インチ（３００ｍｍ）サイズのものが代表的であり、その形状は円形のもの
がほとんどである。また、膜厚は１．５ｍｍ程度まで適宜選択できる。
【００３６】
　次に、半導体基板１０１の表面から電界で加速されたイオン１０４を注入し、所定の深
さの領域にイオンドーピング層１０３を形成する（図４（Ａ）、図６（Ａ）参照）。なお
、本明細書におけるイオンの注入は、加速されたイオンを照射して、該照射したイオンを
構成する元素を半導体基板中に含ませることを指す。また、イオンドーピング層とは、半
導体基板へイオンを照射し、イオンの照射により微小な空洞を有するように脆弱化された
領域であり、以下、「イオンドーピング層」を「分離層」という。後の熱処理によって分
離層で分断することで、ベース基板上にＳＯＩ層を形成することができる。イオン１０４
の照射は、後にベース基板に転置するＳＯＩ層の膜厚を考慮して行われる。好ましくは、
ＳＯＩ層の膜厚が５ｎｍ乃至５００ｎｍ、より好ましくは１０ｎｍ乃至２００ｎｍの厚さ
となるようにする。イオンを照射する際の加速電圧及びイオンのドーズ量は、転置するＳ
ＯＩ層の膜厚を考慮して適宜選択する。イオン１０４は、水素、ヘリウム、又はフッ素等
のハロゲンのイオンを用いることができる。なお、イオン１０４としては、水素、ヘリウ
ム、又はハロゲン元素から選ばれたソースガスをプラズマ励起して生成された一の原子又
は複数の同一の原子からなるイオン種を照射することが好ましい。水素を注入する場合に
は、Ｈ＋、Ｈ２

＋、Ｈ３
＋イオンを含ませると共に、Ｈ３

＋イオンの割合を高めておくと
イオンの照射効率を高めることができ、照射時間を短縮することができるため好ましい。
また、このような構成とすることで、剥離を容易に行うことができる。
【００３７】
　なお、所定の深さに分離層１０３を形成するために、イオン１０４を高ドーズ条件で照
射する必要がある場合がある。このとき、条件によっては半導体基板１０１の表面が粗く
なってしまう。そのため、半導体基板のイオンが照射される表面に、保護層として窒化シ
リコン層又は窒化酸化シリコン層などを膜厚５０ｎｍ乃至２００ｎｍの範囲で設けておい
てもよい。
【００３８】
　次に、半導体基板１０１に接合層１２２を形成する（図４（Ｂ）、図６（Ｂ）参照）。
接合層１２２は、半導体基板１０１がベース基板と接合を形成する面に形成する。ここで
形成する接合層１２２としては、上述のように有機シランを原料ガスに用いた化学気相成
長法により成膜される酸化シリコン層が好ましい。その他に、シランを原料ガスに用いた
化学気相成長法により成膜される酸化シリコン層を適用することもできる。化学気相成長
法による成膜では、半導体基板１０１に形成した分離層１０３から脱ガスが起こらない程
度の温度が適用される。例えば、３５０℃以下の成膜温度が適用される。なお、単結晶半
導体基板または多結晶半導体基板などの半導体基板からＳＯＩ層を剥離する加熱処理は、
化学気相成長法による成膜温度よりも高い加熱処理温度が適用される。
【００３９】
　次に、半導体基板１０１を所望の大きさ、形状に加工する（図４（Ｃ）、図６（Ｃ）参
照）。具体的には、所望のパネルサイズとなるように加工する。図６（Ｃ）では、円形の
半導体基板１０１を分断して、矩形の半導体基板１０２を形成する例を示している。この
際、接合層１２２及び分離層１０３も分断される。つまり、所望のパネルサイズであり、
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所定の深さに分離層１０３が形成され、表面（ベース基板との接合面）に接合層１２２が
形成された半導体基板１０２が得られる。
【００４０】
　半導体基板１０２は、各種表示装置のパネルサイズとすることが好ましい。パネルサイ
ズは組み込まれる最終製品等によって適宜選択すればよいが、例えば対角１０インチ未満
の中小型パネルのパネルサイズとすることができる。例えば、画面サイズ対角２．４イン
チの携帯電話機に適用する場合、画面サイズ対角２．４インチに画面額縁サイズを考慮し
たパネルサイズとする。また、半導体基板１０２の形状も最終製品等、用途によって適宜
選択すればよいが、ディスプレイ等の表示装置に適用する場合、アスペクト比３：４程度
の矩形とすることが好ましい。また、半導体基板１０２を矩形状にすると、後の製造工程
における加工が容易になり、さらに半導体基板１０１から効率的に切り出すことも可能に
なるため好ましい。半導体基板１０１の分断は、ダイサー或いはワイヤソー等の切断装置
、レーザ切断、プラズマ切断、電子ビーム切断、その他任意の切断手段を用いることがで
きる。
【００４１】
　なお、半導体基板表面に接合層を形成するまでの工程順序は、適宜入れ替えることが可
能である。図４及び図６では半導体基板に分離層を形成し、前記半導体基板の表面に接合
層を形成した後、前記半導体基板を所望のパネルサイズに加工する例を示している。これ
に対し、例えば、半導体基板を所望のパネルサイズに加工した後、前記所望のパネルサイ
ズの半導体基板に分離層を形成し、前記所望のパネルサイズの半導体基板の表面に接合層
を形成することもできる。
【００４２】
　次に、ベース基板１１０と半導体基板１０２を貼り合わせる。図５（Ａ）には、ベース
基板１１０と半導体基板１０２の接合層１２２が形成された面とを密着させ、ベース基板
１１０と接合層１２２を接合させて、ベース基板１１０と半導体基板１０２を貼り合わせ
る例を示す。なお、接合を形成する面（接合面）は十分に清浄化しておくことが好ましい
。ベース基板１１０と接合層１２２を密着させることにより接合が形成される。この接合
はファンデルワールス力が作用しており、ベース基板１１０と半導体基板１０２とを圧接
することで、水素結合による強固な接合を形成することが可能である。
【００４３】
　また、ベース基板１１０と接合層１２２との良好な接合を形成するために、接合面を活
性化しておいてもよい。例えば、接合を形成する面の一方又は双方に原子ビーム若しくは
イオンビームを照射する。原子ビーム若しくはイオンビームを利用する場合には、アルゴ
ン等の不活性ガス中性原子ビーム若しくは不活性ガスイオンビームを用いることができる
。その他に、プラズマ照射若しくはラジカル処理を行うことで接合面を活性化することも
できる。このような表面処理により、４００℃以下の温度であっても異種材料間の接合を
形成することが容易となる。
【００４４】
　また、接合層１２２を介してベース基板１１０と半導体基板１０２を貼り合わせた後は
、加熱処理又は加圧処理を行うことが好ましい。加熱処理又は加圧処理を行うことで接合
強度を向上させることが可能となる。加熱処理の温度は、ベース基板１１０の耐熱温度以
下であることが好ましい。加圧処理においては、接合面に垂直な方向に圧力が加わるよう
に行い、ベース基板１１０及び半導体基板１０２の耐圧性を考慮して行う。
【００４５】
　次に、加熱処理を行い、分離層１０３を劈開面として半導体基板１０２の一部をベース
基板１１０から剥離する（図５（Ｂ）参照）。加熱処理の温度は接合層１２２の成膜温度
以上、ベース基板１１０の耐熱温度以下で行うことが好ましい。例えば、４００℃乃至６
００℃の加熱処理を行うことにより、分離層１０３に形成された微小な空洞の体積変化が
起こり、分離層１０３に沿って劈開することが可能となる。接合層１２２はベース基板１
１０と接合しているので、ベース基板１１０上には半導体基板１０２と同じ結晶性のＳＯ
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Ｉ層１３０が残存することとなる。なお、本明細書における劈開とは、水素、ヘリウム、
又はフッ素等のハロゲンのイオンを照射することで微小な空洞を有するように脆弱化され
た分離層で、半導体基板の一部を剥離してベース基板上にＳＯＩ層を形成することを指す
。また、劈開面とは、剥離によりベース基板上に設けられたＳＯＩ層の分離面（ベース基
板と逆側の面）を指す。
【００４６】
　以上で、ベース基板１１０上に接合層１２２を介してＳＯＩ層１３０が設けられたＳＯ
Ｉ構造が形成される。なお、本発明に係るＳＯＩ基板は、１枚のベース基板上に接合層を
介して複数のＳＯＩ層が設けられた構造であることを特徴の１つとする。例えば、分離層
が形成され、且つ表面に接合層が形成され、所望のパネルサイズに加工された半導体基板
１０２を、所望の個数準備する。そして、図８（Ａ）に示すようにベース基板１１０に半
導体基板１０２を所望の個数貼り合わせた後、図８（Ｂ）に示すように加熱処理により一
括で剥離を行うことで、ＳＯＩ基板を製造することができる。なお、加熱処理による剥離
を一括に行わず、１つ又はある程度の個数の半導体基板１０２を貼り合わせ、剥離する工
程を繰り返して、ＳＯＩ基板を製造することもできる。
【００４７】
　また、半導体基板１０２は、ベース基板１１０に規則的に配列させると、後の工程が容
易になり好ましい。例えば、ＣＣＤカメラやコンピュータ等の制御装置を用いることで、
規則的に半導体基板１０２を配列させて貼り合わせていくことが可能になる。また、ベー
ス基板１１０や半導体基板１０２にマーカ等を形成して、位置合わせを行ってもよい。な
お、図８では隣接するＳＯＩ層間はある程度隙間を空けるような構成としているが、極力
隙間を空けないように敷き詰めて設ける構成としてもよい。
【００４８】
　なお、剥離により得られるＳＯＩ層は、その表面を平坦化するため、化学的機械的研磨
（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ：ＣＭＰ）を行うこと
が好ましい。また、ＣＭＰ等の物理的研磨手段を用いず、ＳＯＩ層の表面にレーザビーム
を照射して平坦化を行ってもよい。なお、レーザビームを照射する際は、酸素濃度が１０
ｐｐｍ以下の窒素雰囲気下で行うことが好ましい。これは、酸素雰囲気下でレーザビーム
の照射を行うとＳＯＩ層表面が荒れる恐れがあるからである。また、得られたＳＯＩ層の
薄膜化を目的として、ＣＭＰ等を行ってもよい。
【００４９】
　また、図７にベース基板側に接合層を設けてＳＯＩ層を形成する工程を示す。ここでは
、図３（Ｂ）に示すＳＯＩ基板の製造方法の例を説明する。
【００５０】
　図７（Ａ）は酸化シリコン層１２６が形成された半導体基板１０１に電界で加速された
イオン１０４を照射し、所定の深さに分離層１０３を形成する工程を示している。酸化シ
リコン層１２６は、ＣＶＤ法やスパッタリング法を用いて形成することもできるが、好ま
しくは熱酸化法により形成する。また、酸化シリコン層１２６として、オゾン含有水等で
半導体基板表面を処理することにより形成されるケミカルオキサイドを適用してもよい。
半導体基板１０１は、上述の図４（Ａ）の場合と同様のものを適用できる。また、水素、
ヘリウム又はフッ素等のハロゲンのイオンの照射も、上述の図４（Ａ）の場合と同様であ
る。半導体基板１０１の表面に酸化シリコン層１２６を形成しておくことで、イオンの照
射の際に半導体基板表面がダメージを受け、平坦性が損なわれるのを防ぐことができる。
【００５１】
　図７（Ｂ）は、バリア層１５２及び接合層１５４が形成されたベース基板１１０と、半
導体基板１０２の酸化シリコン層１２６が形成された面を密着させて接合を形成する工程
を示している。ベース基板１１０上の接合層１５４と半導体基板１０２の酸化シリコン層
１２６を密着させることによって接合が形成される。なお、半導体基板１０２は、分離層
１０３が形成され、表面に酸化シリコン層１２６が形成された半導体基板１０１を所望の
パネルサイズに加工したものである。バリア層１５２は、ＣＶＤ法やスパッタリング法に
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より、酸化シリコン層、窒化シリコン層、酸化窒化シリコン層又は窒化酸化シリコン層を
用いて単層構造又は積層構造で形成すればよい。接合層１５４は、上述の接合層１２２と
同様の酸化シリコン層を形成すればよい。
【００５２】
　そして、図７（Ｃ）に示すように半導体基板１０２の一部を剥離する。剥離のための加
熱処理は図５（Ｂ）の場合と同様に行い、分離層１０３を劈開面としてベース基板１１０
から剥離する。剥離処理後、ベース基板１１０上に半導体基板１０２と同じ結晶性のＳＯ
Ｉ層１３０が残存し、図１（Ｂ）に示すようなＳＯＩ基板を得ることができる。図７に示
すＳＯＩ基板は、ベース基板１１０上にバリア層１５２、接合層１５４、酸化シリコン層
１２６を介してＳＯＩ層１３０が設けられた構造を有する。なお、剥離処理後、得られた
ＳＯＩ層を平坦化又は薄膜化するため、ＣＭＰやレーザビームの照射等を行ってもよい。
【００５３】
　本発明に係るＳＯＩ基板の製造方法は、ガラス基板等の耐熱温度が６００℃以下のベー
ス基板１１０であっても接合部の接着力が強固なＳＯＩ層１３０を得ることができる。ま
た、６００℃以下の温度プロセスを適用すればよいため、ベース基板１１０として、アル
ミノシリケートガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラスの如き無
アルカリガラスと呼ばれる電子工業用に使われる各種ガラス基板を適用することが可能と
なる。もちろん、セラミック基板、サファイヤ基板、石英基板等を適用することも可能で
ある。すなわち、一辺が１メートルを超える基板上に単結晶半導体層を形成することがで
きる。このような大面積基板を使って液晶ディスプレイのような表示装置や、半導体集積
回路を製造することができる。
【００５４】
　また、本発明に係るＳＯＩ基板は、ベース基板上にパネルサイズのＳＯＩ層を設ける構
成である。このようにすることで、１つのＳＯＩ層で所望の表示パネルを形成することが
でき、歩留まりの向上を図ることができる。また、１つのＳＯＩ層で所望の表示パネルを
形成することができるため、表示パネルを形成する素子のばらつきを抑制することが可能
である。
【００５５】
　さらに、ベース基板にＳＯＩ層を転置して形成する際にＳＯＩ層の結晶に欠陥が生じて
も、パネル毎に歩留まりを管理することができる。また、ベース基板へのＳＯＩ層の転置
をパネルサイズで行うため、異種材料を貼り合わせる場合も応力等のストレスが緩和でき
、歩留まりの向上を図ることができる。
【００５６】
　また、本発明に係るＳＯＩ基板は、ベース基板上に複数のＳＯＩ層を設けることで大面
積化を実現できる。よって、一度の製造プロセスで多数の表示パネルを製造することが可
能となり、当該表示パネルを組み込んで製造する最終製品の生産性を向上させることがで
きる。
【００５７】
　以上のように製造したＳＯＩ基板を用いて表示装置を製造することができる。例えば、
図９に本発明に係る表示装置の一例の模式図を示す。ここでは、液晶表示装置を形成する
一例を示す。図９（Ａ）は上面の模式図の一例を示し、図９（Ｂ）は図９（Ａ）の線分Ｏ
Ｐにおける断面図の一例を示し、図９（Ｃ）は表示装置の斜視図の一例を示す。
【００５８】
　本実施の形態に係る液晶表示装置は、第１の基板６００上に設けられた表示部６２０と
、第１の駆動回路部６３０と、第２の駆動回路部６５０と、を有する。表示部６２０、第
１の駆動回路部６３０及び第２の駆動回路部６５０は、シール材６８０によって、第１の
基板６００と第２の基板６９０との間に封止されている。また、第１の基板６００上には
、第１の駆動回路部６３０及び第２の駆動回路部６５０に外部からの信号や電位を伝達す
る外部入力端子が接続される端子領域６７０が設けられる。
【００５９】
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　図９（Ｂ）に示すように、表示部６２０にはトランジスタを有する画素回路部６２８が
設けられている。また、第１の駆動回路部６３０にはトランジスタを有する周辺回路部６
３８が設けられている。第１の基板６００と、画素回路部６２８及び周辺回路部６３８と
の間には、下地絶縁層として機能する絶縁層６０２、絶縁層６０４、接合層６０６が順次
積層されている。画素回路部６２８及び周辺回路部６３８、或いはその上層には層間絶縁
層として機能する絶縁層６０８、絶縁層６０９が設けられている。画素回路部６２８に形
成されたトランジスタのソース電極又はドレイン電極は、絶縁層６０９に形成された開口
を介して、画素電極６６０と電気的に接続される。なお、画素回路部６２８はトランジス
タを用いた回路が集積されているが、ここでは便宜上１つのトランジスタの断面図を示し
ている。同様に、周辺回路部６３８にもトランジスタを用いた回路が集積されているが、
便宜上２つのトランジスタの断面図を示している。
【００６０】
　画素回路部６２８及び周辺回路部６３８上には、画素電極６６０を覆うように形成され
た配向膜６８２と、配向膜６８７とで挟持された液晶層６８４が設けられている。液晶層
６８４は、スペーサ６８６により距離（セルギャップ）が制御されている。配向膜６８７
上には、対向電極６８８、カラーフィルター６８９を介して第２基板６９０が設けられて
いる。第１の基板６００及び第２の基板６９０はシール材６８０によって固着されている
。
【００６１】
　また、第２の基板６９０の外側には、偏光板６９２が配設されている。なお、本実施の
形態では反射型の液晶表示装置を示すため、第２の基板６９０に偏光板を設ける例を示す
。例えば透過型の液晶表示装置とする場合は、第１の基板６００及び第２の基板６９０の
双方に偏光板を設ければよい。
【００６２】
　また、端子領域６７０には、端子電極６７４が設けられている。該端子電極６７４は、
異方性導電層６７６によって、外部入力端子６７８と電気的に接続されている。
【００６３】
　次に、図９で示した液晶表示装置の製造方法の一例に関して説明する。
【００６４】
　まず、本発明に係るＳＯＩ基板を準備する（図１１（Ａ）参照）。ここでは、図２（Ａ
）に示すものと類似したＳＯＩ基板を適用する例を示す。
【００６５】
　ベース基板である基板６００上には、絶縁層６０２、絶縁層６０４及び接合層６０６を
介して複数のＳＯＩ層６１０が設けられている。ＳＯＩ層６１０は所望のパネルサイズに
加工されている。ここでは、便宜的に１つのＳＯＩ層を含むパネル形成領域６１０ｂを用
いて表示装置を製造する例を説明するが、隣接するパネル形成領域６１０ａにも同時に表
示装置を製造することが可能である。
【００６６】
　基板６００は、絶縁表面を有する基板または絶縁基板を用いる。例えば、アルミノシリ
ケートガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラスのような電子工業
用に使われる各種ガラス基板、石英基板、セラミック基板、サファイヤ基板等を用いる。
ここでは、ガラス基板を用いるものとする。
【００６７】
　絶縁層６０２、絶縁層６０４は、ガラス基板からアルカリ金属若しくはアルカリ土類金
属などの可動イオンの拡散を防ぐために設ける。具体的には、上述のバリア層と同様の絶
縁層を設ければよい。なお、絶縁層６０２及び絶縁層６０４の少なくとも一層は、窒化シ
リコン層又は窒化酸化シリコン層のなどの窒素を含有する絶縁層を設けることが好ましい
。また、接合層６０６は、上述の接合層１２２と同様の酸化シリコン層を設ければよい。
【００６８】
　本実施の形態では、基板６００上に絶縁層６０２、絶縁層６０４を形成し、ＳＯＩ層を
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剥離する半導体基板側に接合層６０６を形成し、基板６００及び前記半導体基板を貼り合
わせた後、前記半導体基板の一部を剥離してＳＯＩ層６１０を形成する例を示している。
具体的には、基板６００に形成された絶縁層６０４と、半導体基板に形成された接合層６
０６とを密着させ、絶縁層６０４と接合層６０６とを接合させて、基板６００と半導体基
板を貼り合わせる。半導体基板には、所定の深さに水素、ヘリウム又はハロゲンのイオン
を照射し分離層を形成しておく。そして、加熱処理を行い、半導体基板に形成された分離
層を劈開面として前記半導体基板の一部を剥離し、ＳＯＩ層６１０を得る。ここでは、半
導体基板側に接合層６０６を形成するため、該接合層６０６はＳＯＩ層６１０と同程度の
大きさとなる。つまり、隣接するパネル形成領域６１０ａ及びパネル形成領域６１０ｂと
の間で、ＳＯＩ層６１０と同様に接合層６０６も分離している。また、絶縁層６０２、絶
縁層６０４はベース基板である基板６００上に形成するため、隣接するパネル形成領域６
１０ａ及びパネル形成領域６１０ｂで連続する層となる。なお、適用するＳＯＩ基板は本
発明に係るいずれの構造でもよく、上述の図２（Ａ）乃至図３（Ｂ）のいずれの構造を適
用してもよい。例えば、ベース基板側に接合層を設けてもよいし、半導体基板と接合層と
の間に熱酸化膜等の絶縁層を設けてもよい。
【００６９】
　ＳＯＩ層６１０を選択的にエッチングして、表示部６２０に第１のＳＯＩ層６２１と、
第１の駆動回路部６３０に第２のＳＯＩ層６３１と、第３のＳＯＩ層６４１と、を形成す
る。そして、第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層６３１及び第３のＳＯＩ層６４１上
に、ゲート絶縁層６１２を介してゲート電極６１４を形成する（図１１（Ｂ）参照）。
【００７０】
　第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層６３１及び第３のＳＯＩ層６４１は、ＳＯＩ層
６１０を選択的にエッチングして所望の形状に加工する。ここではＳＯＩ層６１０を複数
の島状に加工し、分離させる。準備したＳＯＩ基板のＳＯＩ層よりも、第１のＳＯＩ層６
２１、第２のＳＯＩ層６３１及び第３のＳＯＩ層６４１の膜厚を薄くしたい場合には、該
ＳＯＩ層をエッチングして薄膜化してもよい。また、ＳＯＩ層の一部を変質させて、該変
質した部分を選択的にエッチングして薄膜化してもよい。ここでＳＯＩ層の変質とは、例
えば酸化処理、窒化処理等を示す。また、第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層６３１
及び第３のＳＯＩ層６４１は、適宜エッチング条件等を制御して、端部が垂直に近いテー
パ形状となるように形成してもよいし、緩やかなテーパ形状となるように形成してもよい
。例えば、テーパ角が４５°以上９５°未満、好ましくは６０°以上９５°未満となるよ
うな形状としてもよいし、テーパ角が４５°未満の緩やかな形状としてもよい。
【００７１】
　なお、完成するトランジスタの閾値電圧を制御するため、第１のＳＯＩ層６２１、第２
のＳＯＩ層６３１及び第３のＳＯＩ層６４１に低濃度の一導電型を付与する不純物元素を
添加してもよい。この場合、トランジスタのチャネル形成領域にも不純物元素が添加され
ることになる。なお、ここで添加する不純物元素は、ソース領域又はドレイン領域として
機能する高濃度不純物領域及びＬＤＤ領域として機能する低濃度不純物領域よりも低い濃
度で添加する。
【００７２】
　ゲート電極６１４は、基板全面に導電層を形成した後、該導電層を選択的にエッチング
して所望の形状に加工する。ここでは、ゲート電極６１４として導電層の積層構造を形成
した後、選択的にエッチングして、分離した導電層が第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯ
Ｉ層６３１及び第３のＳＯＩ層６４１をそれぞれ横断するように加工している。
【００７３】
　ゲート電極６１４を形成する導電層は、ＣＶＤ法やスパッタリング法により、タンタル
（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）
、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、又はニオブ（Ｎｂ）等の金属元素、又は当該金属
元素を含む合金材料若しくは化合物材料を用いて基板全面に導電層を形成した後、当該導
電層を選択的にエッチングして形成することができる。また、リン等の一導電型を付与す
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る不純物元素が添加された多結晶シリコンに代表される半導体材料を用いて形成すること
もできる。
【００７４】
　なお、ここではゲート電極６１４を２層の導電層の積層構造で形成する例を図示するが
、ゲート電極は単層構造でも３層以上の積層構造でもよい。また、導電層の側面をテーパ
形状としてもよい。ゲート電極を導電層の積層構造とする場合、下層の導電層の幅を大き
くしてもよいし、各層の側面を異なる角度のテーパ形状としてもよい。
【００７５】
　第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層６３１及び第３のＳＯＩ層６４１と、ゲート電
極６１４との間には、ゲート絶縁層６１２を形成する。ゲート絶縁層６１２は、ＣＶＤ法
、スパッタリング法、ＡＬＤ法等を用いて、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化ハフ
ニウム、酸化アルミニウム、酸化タンタルなどの材料を用いて形成することができる。ま
た、第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層６３１及び第３のＳＯＩ層６４１をプラズマ
処理により固相酸化又は固相窒化して形成することもできる。その他、ＣＶＤ法等により
絶縁層を形成した後、当該絶縁層をプラズマ処理により固相酸化又は固相窒化して形成し
てもよい。
【００７６】
　固相酸化処理若しくは固相窒化処理は、マイクロ波（代表的には２．４５ＧＨｚ）等の
高周波により励起されたプラズマを用いて行うことが好ましい。具体的には、高周波を用
いて励起された電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ－３以下、且つ電
子温度が０．５ｅＶ以上１．５ｅＶ以下のプラズマを利用してプラズマ処理を行うことが
好ましい。これは、固相酸化処理若しくは固相窒化処理において、５００℃以下の温度に
おいて、緻密な絶縁層を形成すると共に実用的な反応速度を得るためである。
【００７７】
　プラズマ処理により第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層６３１及び第３のＳＯＩ層
６４１の表面を酸化する場合には、酸素を含む雰囲気下（例えば、酸素、オゾン、亜酸化
窒素、一酸化窒素若しくは二酸化窒素、及び希ガス（ヘリウム（Ｈｅ）、ネオン（Ｎｅ）
、アルゴン（Ａｒ）、クリプトン（Ｋｒ）、キセノン（Ｘｅ）の少なくとも１つを含む）
を含む雰囲気下、又は酸素、オゾン、亜酸化窒素、一酸化窒素若しくは二酸化窒素と、水
素と、希ガスとを含む雰囲気下）で行う。また、プラズマ処理により第１のＳＯＩ層６２
１、第２のＳＯＩ層６３１及び第３のＳＯＩ層６４１上に形成された絶縁層の表面を窒化
する場合には、窒素を含む雰囲気下（例えば、窒素と希ガス（Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒ、
Ｘｅの少なくとも一つを含む）を含む雰囲気下、窒素と水素と希ガスを含む雰囲気下、又
はＮＨ３と希ガスを含む雰囲気下）でプラズマ処理を行う。希ガスとしては、例えばＡｒ
を用いることが好ましい。また、ＡｒとＫｒを混合したガスを用いてもよい。
【００７８】
　ここで、プラズマ処理を行うためのプラズマ処理装置１０８０の構成例を図１６に示す
。当該プラズマ処理装置１０８０は、支持台１０８８と、ガスを供給するためのガス供給
部１０８４、ガスを排気するために真空ポンプに接続する排気口１０８６、アンテナ１０
９８、誘電体板１０８２、プラズマ発生用の高周波を入力する高周波供給部１０９２を有
している。被処理体１０１０は、支持台１０８８によって保持される。また、支持台１０
８８に温度制御部１０９０を設けることによって、被処理体１０１０の温度を制御するこ
とも可能である。被処理体１０１０は、プラズマ処理をする基体であり、本実施の形態で
は基板６００上に絶縁層６０２、絶縁層６０４、接合層６０６、第１のＳＯＩ層６２１、
第２のＳＯＩ層６３１及び第３のＳＯＩ層６４１が積層形成されたものに相当する。或い
は、第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層６３１及び第３のＳＯＩ層６４１上に絶縁層
が形成されたものに相当する。
【００７９】
　以下、図１６に示すプラズマ処理装置１０８０を用いてＳＯＩ層表面に絶縁層を形成す
る具体例を述べる。なお、プラズマ処理とは、基板、半導体層（ＳＯＩ層）、絶縁層、導
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電層に対する酸化処理、窒化処理、酸化窒化処理、及び水素化処理などの表面改質処理を
範疇に含んでいる。これらの処理は、その目的に応じて、ガス供給部１０８４から供給す
るガスを選択すれば良い。
【００８０】
　まず、図１６に示すプラズマ処理装置１０８０の処理室内を真空にする。そして、ガス
供給部１０８４から希ガス、酸素又は窒素を含むガスを供給する。被処理体１０１０は室
温、若しくは温度制御部１０９０により１００℃以上５５０℃以下の範囲で加熱する。被
処理体１０１０と誘電体板１０８２との間隔（以下、電極間隔ともいう）は、２０ｍｍ以
上２００ｍｍ以下（好ましくは２０ｍｍ以上６０ｍｍ以下）程度である。
【００８１】
　次に、高周波供給部１０９２からアンテナ１０９８に高周波を入力する。ここでは、高
周波としてマイクロ波（周波数２．４５ＧＨｚ）を入力する。そしてマイクロ波をアンテ
ナ１０９８から誘電体板１０８２を通して処理室内に入力することによって、プラズマ１
０９４を生成し、当該プラズマ１０９４によって酸素ラジカル（ＯＨラジカルを含む場合
もある）又は窒素ラジカル（ＮＨラジカルを含む場合もある）を生成する。このとき、プ
ラズマ１０９４は、供給されたガスによって生成される。
【００８２】
　マイクロ波等の高周波の入力によりプラズマ１０９４を生成すると、低電子温度（３ｅ
Ｖ以下、好ましくは１．５ｅＶ以下）で高電子密度（１×１０１１ｃｍ－３以上）のプラ
ズマを生成することができる。具体的には、電子温度が０．５ｅＶ以上１．５ｅＶ以下、
且つ電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ以下のプラズマ生成すること
が好ましい。なお、本明細書では、マイクロ波の入力により生成された低電子温度で高電
子密度のプラズマを高密度プラズマともいう。また、高密度プラズマを利用してプラズマ
処理を行うことを高密度プラズマ処理ともいう。
【００８３】
　プラズマ１０９４により生成された酸素ラジカル（ＯＨラジカルを含む場合もある）又
は窒素ラジカル（ＮＨラジカルを含む場合もある）によって、被処理体１０１０に形成さ
れたＳＯＩ層の表面が酸化されて絶縁層が形成される。或いは、ＳＯＩ層上に形成された
絶縁層の表面又は表面近傍が酸化又は窒化される。このとき、供給するガスにアルゴンな
どの希ガスを混合させると、希ガスの励起種により酸素ラジカルや窒素ラジカルを効率良
く生成することができる。なお、供給ガスに希ガスを用いる場合、形成された絶縁層に希
ガスが含まれる場合がある。この方法は、プラズマで励起した活性なラジカルを有効に使
うことにより、５００℃以下の低温で固相反応による酸化、窒化を行うことができる。
【００８４】
　本実施の形態において、ゲート絶縁層６１２をプラズマ処理により形成する好適な作製
方法の一例は、酸素を含む雰囲気下で第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層６３１及び
第３のＳＯＩ層６４１をプラズマ処理して酸化シリコン層を形成した後、窒素を含む雰囲
気下で酸化シリコン層の表面を窒化プラズマ処理して窒素プラズマ処理層を形成する。具
体的には、まず酸素を含む雰囲気下でプラズマ処理を行い、第１のＳＯＩ層６２１、第２
のＳＯＩ層６３１及び第３のＳＯＩ層６４１上に３ｎｍ乃至６ｎｍの厚さで酸化シリコン
層を形成する。続けて、窒素を含む雰囲気下でプラズマ処理を行い、酸化シリコン層の表
面又は表面近傍に窒素濃度の高い窒素プラズマ処理層を形成する。なお、表面近傍とは、
酸化シリコン層の表面から概略０．２５ｎｍ乃至１．５ｎｍの深さをいう。例えば、酸化
シリコン層を形成した後、窒素を含む雰囲気下でプラズマ処理を行うことによって、酸化
シリコン層の表面から概略１ｎｍの深さに窒素を２０原子％乃至５０原子％の割合で含有
した窒素プラズマ処理層を形成することができる。窒素プラズマ処理層は、プラズマ処理
の条件によって、窒化シリコン又は窒化酸化シリコンで形成される。
【００８５】
　いずれにしても、上記のようなプラズマ処理による固相酸化処理若しくは固相窒化処理
を用いることで、基板６００として耐熱温度が６００℃以下のガラス基板を用いても、９
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５０℃乃至１０５０℃の範囲で形成される熱酸化膜と同等な絶縁層を得ることができる。
すなわち、半導体素子、特にトランジスタや不揮発性記憶素子のゲート絶縁層として機能
する絶縁層として信頼性の高い絶縁層を形成することができる。
【００８６】
　なお、図１１（Ｂ）では、ゲート絶縁層６１２とゲート電極６１４の側端部が揃うよう
に加工される例を示すが、特に限定されず、ゲート電極６１４のエッチングにおいてゲー
ト絶縁層６１２を残すように加工してもよい。
【００８７】
　また、ゲート絶縁層６１２に高誘電率物質（ｈｉｇｈ－ｋ材料といわれる）を用いる場
合には、ゲート電極６１４を多結晶シリコン、シリサイド、金属若しくは金属窒化物で形
成する。好ましくは金属若しくは金属窒化物で形成することが望ましい。例えば、ゲート
電極６１４のうちゲート絶縁層６１２と接する導電層を金属窒化物材料で形成し、その上
の導電層を金属材料で形成する。この組み合わせを用いることによって、ゲート絶縁層を
薄膜化した場合でもゲート電極に空乏層が広がってしまうことを防止でき、微細化した場
合にもトランジスタの駆動能力を損なうことを防止できる。
【００８８】
　次に、ゲート電極６１４上に絶縁層６１６を形成する。そして、ゲート電極６１４をマ
スクとして一導電型を付与する不純物元素を添加する（図１１（Ｃ）参照）。ここでは、
第１の駆動回路部６３０に形成された第２のＳＯＩ層６３１及び第３のＳＯＩ層６４１に
相異なる導電型を付与する不純物元素を添加する例を示す。また、表示部６２０に形成さ
れた第１のＳＯＩ層６２１には第２のＳＯＩ層６３１と同じ導電型を付与する不純物元素
を添加する例を示す。
【００８９】
　表示部６２０に形成された第１のＳＯＩ層６２１には、ゲート電極６１４をマスクとし
て自己整合的に一対の不純物領域６２３と、当該一対の不純物領域６２３の間に位置する
チャネル形成領域６２２が形成される。
【００９０】
　第１の駆動回路部６３０に形成された第２のＳＯＩ層６３１には、ゲート電極６１４を
マスクとして自己整合的に一対の不純物領域６３３と、当該一対の不純物領域６３３の間
に位置するチャネル形成領域６３２が形成される。第３のＳＯＩ層６４１には、ゲート電
極６１４をマスクとして自己整合的に一対の不純物領域６４３と、当該一対の不純物領域
６４３の間に位置するチャネル形成領域６４２が形成される。不純物領域６３３及び不純
物領域６４３は、相異なる導電型の不純物元素が添加されている。
【００９１】
　一導電型を付与する不純物元素としては、ボロン（Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ）、ガリ
ウム（Ｇａ）等のｐ型を付与する元素、リン（Ｐ）、ヒ素（Ａｓ）等のｎ型を付与する元
素を用いることができる。本実施の形態では、表示部６２０に形成された第１のＳＯＩ層
６２１、第１の駆動回路部６３０に形成された第２のＳＯＩ層６３１にｎ型を付与する元
素、例えばリンを添加する。また、第３のＳＯＩ層６４１にｐ型を付与する元素、例えば
ボロンを添加する。なお、第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層６３１に不純物元素を
添加する際は、レジストマスク等を用いて第３のＳＯＩ層６４１を選択的に覆えばよい。
同様に、第３のＳＯＩ層６４１に不純物元素を添加する際は、レジストマスク等を用いて
第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層６３１を選択的に覆えばよい。
【００９２】
　絶縁層６１６は、ＣＶＤ法、スパッタリング法、ＡＬＤ法等を用いて、酸化シリコン或
いは酸化窒化シリコン、又は窒化シリコン或いは窒化酸化シリコンなどの材料を用いて形
成することができる。一導電型を付与する不純物元素を添加する際に、絶縁層６１６を通
過させて添加する構成とすることで、ＳＯＩ層に与えるダメージを低減することができる
。
【００９３】
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　次に、ゲート電極６１４の側面にサイドウォール絶縁層６１８を形成する。そして、ゲ
ート電極６１４及びサイドウォール絶縁層６１８をマスクとして一導電型を付与する不純
物元素を添加する（図１１（Ｄ）参照）。なお、第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層
６３１及び第３のＳＯＩ層６４１には、それぞれ先の工程（不純物領域６２３、不純物領
域６３３及び不純物領域６４３を形成する工程）で添加した不純物元素と同じ導電型の不
純物元素を添加する。また、先の工程で添加した不純物元素よりも高い濃度で添加する。
【００９４】
　第１のＳＯＩ層６２１には、ゲート電極６１４及びサイドウォール絶縁層６１８をマス
クとして自己整合的に一対の高濃度不純物領域６２６と、一対の低濃度不純物領域６２４
が形成される。ここで形成される高濃度不純物領域６２６はソース領域又はドレイン領域
として機能し、低濃度不純物領域６２４はＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａ
ｉｎ）領域として機能する。
【００９５】
　第２のＳＯＩ層６３１には、ゲート電極６１４及びサイドウォール絶縁層６１８をマス
クとして自己整合的に一対の高濃度不純物領域６３６と、一対の低濃度不純物領域６３４
が形成される。ここで形成される高濃度不純物領域６３６はソース領域又はドレイン領域
として機能し、低濃度不純物領域６３４はＬＤＤ領域として機能する。第３のＳＯＩ層６
４１には、ゲート電極６１４及びサイドウォール絶縁層６１８をマスクとして自己整合的
に一対の高濃度不純物領域６４６と、一対の低濃度不純物領域６４４が形成される。なお
、第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層６３１に不純物元素を添加する際は、レジスト
マスク等を用いて第３のＳＯＩ層６４１を選択的に覆えばよい。同様に、第３のＳＯＩ層
６４１に不純物元素を添加する際は、レジストマスク等を用いて第１のＳＯＩ層６２１、
第２のＳＯＩ層６３１を選択的に覆えばよい。
【００９６】
　サイドウォール絶縁層６１８は、絶縁層６１６を介してゲート電極６１４の側面に設け
られる。例えば、ゲート電極６１４を埋め込むように形成した絶縁層を、垂直方向を主体
とした異方性エッチングを行うことによって、ゲート電極６１４の側面に自己整合的に形
成することができる。サイドウォール絶縁層６１８は、窒化シリコン或いは窒化酸化シリ
コン、又は酸化シリコン或いは酸化窒化シリコンなどの材料を用いて形成することができ
る。なお、絶縁層６１６を酸化シリコン又は酸化窒化シリコンを用いて形成する場合、サ
イドウォール絶縁層６１８を窒化シリコン又は窒化酸化シリコンを用いて形成することで
、絶縁層６１６をエッチングストッパーとして機能させることができる。また、絶縁層６
１６を窒化シリコン又は窒化酸化シリコンを用いて形成する場合は、サイドウォール絶縁
層６１８を酸化シリコン又は酸化窒化シリコンを用いて形成すればよい。このように、エ
ッチングストッパーとして機能しうる絶縁層を設けることで、サイドウォール絶縁層を形
成する際のオーバーエッチングによりＳＯＩ層がエッチングされてしまうのを防ぐことが
できる。
【００９７】
　次に、絶縁層６１６の露出部をエッチングする（図１２（Ａ）参照）。絶縁層６１６は
、サイドウォール絶縁層６１８及びゲート電極６１４の間、サイドウォール絶縁層６１８
及び第１のＳＯＩ層６２１の間、サイドウォール絶縁層６１８及び第２のＳＯＩ層６３１
の間、並びにサイドウォール絶縁層６１８及び第３のＳＯＩ層６４１の間に残る。
【００９８】
　なお、ソース領域又はドレイン領域として機能する高濃度不純物領域を低抵抗化するた
め、シリサイド層を形成してもよい。シリサイド層としては、コバルトシリサイド若しく
はニッケルシリサイドを適用すれば良い。ＳＯＩ層の膜厚が薄い場合には、高濃度不純物
領域が形成されたＳＯＩ層の底部までシリサイド反応を進めてフルシリサイド化しても良
い。
【００９９】
　次に、基板６００全面に絶縁層６０８を形成した後、該絶縁層６０８を選択的にエッチ
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ングして、表示部６２０の第１のＳＯＩ層６２１に形成された高濃度不純物領域６２６に
達する開口を形成する。また、第１の駆動回路部６３０の第２のＳＯＩ層６３１、第３の
ＳＯＩ層６４１に形成された高濃度不純物領域６３６、高濃度不純物領域６４６にそれぞ
れ達する開口を形成する。そして、該開口を埋め込むように導電層６１９を形成する。ま
た、端子領域６７０に端子電極６７４を形成する（図１２（Ｂ）参照）。
【０１００】
　絶縁層６０８は、ＣＶＤ法やスパッタリング法、ＡＬＤ法、又は塗布法等により、単層
構造又は積層構造で形成する。例えば、絶縁層６０８は、ＣＶＤ法、スパッタリング法、
又はＡＬＤ法により、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコ
ン等の酸素若しくは窒素を含む無機絶縁材料や、ＤＬＣ（ダイヤモンドライクカーボン）
等の炭素を含む絶縁材料を用いて形成することもできるし、塗布法により、エポキシ、ポ
リイミド、ポリアミド、ポリビニルフェノール、ベンゾシクロブテン、アクリル等の有機
絶縁材料またはシロキサン樹脂等のシロキサン材料を用いて形成することもできる。また
、無機絶縁材料や炭素を含む絶縁材料を用いて形成した層と、有機絶縁材料やシロキサン
材料を用いて形成した層の積層構造とすることもできる。なお、シロキサン材料とは、Ｓ
ｉ－Ｏ－Ｓｉ結合を含む材料に相当する。シロキサンは、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）
との結合で骨格構造が構成される。置換基として、少なくとも水素を含む有機基（例えば
アルキル基、芳香族炭化水素）が用いられる。置換基として、フルオロ基を用いることも
できる。または置換基として、少なくとも水素を含む有機基と、フルオロ基とを用いても
よい。また、絶縁層６０８は、ＣＶＤ法やスパッタリング法、ＡＬＤ法を用いて絶縁層を
形成した後、当該絶縁層に酸素雰囲気下又は窒素雰囲気下でプラズマ処理を行ってもよい
。ここでは絶縁層６０８は単層構造の例を示すが、２層以上の積層構造としてもよい。ま
た、無機絶縁層や、有機絶縁層を組み合わせて形成してもよい。例えば、基板６００全面
にパッシベーション層として機能できる窒化シリコン膜や窒化酸化シリコン膜を形成し、
その上層に平坦化層として機能できるリンシリケートガラス（ＰＳＧ）やボロンリンシリ
ケートガラス（ＢＰＳＧ）を材料に用いた絶縁層を形成することができる。
【０１０１】
　導電層６１９は、ソース電極又はドレイン電極として機能する電極として機能する。ソ
ース電極又はドレイン電極として機能する導電層６１９は、絶縁層６０８に形成された開
口を介して、第１のＳＯＩ層６２１、第２のＳＯＩ層６３１又は第３のＳＯＩ層６４１と
電気的に接続される。
【０１０２】
　導電層６１９は、ＣＶＤ法やスパッタリング法を用いて、アルミニウム（Ａｌ）、タン
グステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニッケル（
Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ネオ
ジム（Ｎｄ）、炭素（Ｃ）、シリコン（Ｓｉ）等の金属元素、又は当該金属元素を含む合
金材料若しくは化合物材料を用いて基板全面に導電層を単層構造又は積層構造で形成した
後、当該導電層を選択的にエッチングして形成することができる。アルミニウムを含む合
金材料としては、例えば、アルミニウムを主成分としニッケルを含む材料、又は、アルミ
ニウムを主成分とし、ニッケルと、炭素とシリコンの一方又は両方とを含む合金材料があ
げられる。また、タングステンを含む化合物材料としては、例えばタングステンシリサイ
ドが挙げられる。導電層６１９は、例えば、バリア層とアルミニウムシリコン層とバリア
層の積層構造、バリア層とアルミニウムシリコン層と窒化チタン層とバリア層の積層構造
を採用することができる。なお、バリア層とは、チタン、チタンの窒化物、モリブデン、
又はモリブデンの窒化物からなる薄膜に相当する。アルミニウムやアルミニウムシリコン
は抵抗値が低く、安価であるため、ソース電極又はドレイン電極として機能する導電層を
形成する材料として最適である。また、ソース電極又はドレイン電極として機能する導電
層を、上層と下層にバリア層を設けた積層構造とすると、アルミニウムやアルミニウムシ
リコンのヒロックの発生を防止することができるため好ましい。
【０１０３】
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　端子領域６７０に形成される端子電極６７４は、後に形成されるＦＰＣ等の外部入力端
子と第１の駆動回路部６３０及び第２の駆動回路部６５０とを電気的に接続させるための
電極として機能する。ここでは、導電層６１９と同一の材料を用いた同一層で端子電極６
７４を形成する例を示している。
【０１０４】
　以上で、表示部６２０に第１のＳＯＩ層６２１を有するトランジスタが形成された画素
回路部６２８が形成される。また、第１の駆動回路部６３０に第２のＳＯＩ層６３１を有
するトランジスタ及び第３のＳＯＩ層６４１を有するトランジスタが形成された周辺回路
部６３８が形成される。
【０１０５】
　次に、表示部６２０及び第１の駆動回路部６３０上に絶縁層６０９を形成する。次に、
表示部６２０上に形成された絶縁層６０９を選択的にエッチングして、画素回路部６２８
に形成されたトランジスタの導電層６１９に達する開口を形成する。そして、該開口を埋
め込むように画素電極６６０を形成する（図１２（Ｃ）参照）。
【０１０６】
　絶縁層６０９は、表示部６２０及び第１の駆動回路部６３０の凹凸を平滑化して、平坦
な表面を形成できる平坦化層を形成することが好ましい。例えば、エポキシ、ポリイミド
、ポリアミド、ポリビニルフェノール、ベンゾシクロブテン、アクリル等の有機絶縁材料
またはシロキサン樹脂等のシロキサン材料を用いて形成することができる。ここでは絶縁
層６０９は単層構造の例を示すが、２層以上の積層構造としてもよい。積層構造にする場
合、例えば、有機樹脂などを上層にし、酸化シリコン、窒化シリコンまたは酸化窒化シリ
コン等の無機絶縁層を下層にした積層構造、又は無機絶縁層で有機絶縁層を挟持する構造
とすることができる。なお、絶縁層６０９は基板全面に形成した後、所望の領域（ここで
は表示部６２０及び第１の駆動回路部６３０）以外を選択的にエッチングして形成するこ
とができる。また、絶縁層６０９は、各種印刷法（スクリーン印刷、平版印刷、凸版印刷
、グラビア印刷等）、液滴吐出法、ディスペンサ法等を用いて選択的に形成することもで
きる。
【０１０７】
　画素電極６６０は、本実施の形態では反射電極として機能する。よって、反射性のある
導電性材料を用いて形成する。このような材料としては、タンタル（Ｔａ）、タングステ
ン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ
）、銀（Ａｇ）等の金属元素、又は当該金属元素を含む合金材料若しくは化合物材料を用
いることができる。なお、他に反射層を形成する場合、若しくは透過型液晶表示装置とす
る場合には、透光性を有する導電材料を用いて画素電極６６０を形成すればよい。透光性
を有する導電性材料としては、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、酸化シリコンを含むイン
ジウム錫酸化物（ＩＴＳＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、又
はガリウムを添加した酸化亜鉛（ＧＺＯ）等を用いることができる。
【０１０８】
　次に、スペーサ６８６を形成した後、画素電極６６０及びスペーサ６８６を覆うように
配向膜６８２を形成する。次に、表示部６２０及び第１の駆動回路部６３０、第２の駆動
回路部６５０を囲うようにシール材６８０を形成する（図１３（Ａ）参照）。
【０１０９】
　スペーサ６８６は、エポキシ、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、アクリル
等の有機絶縁材料、若しくは酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化
シリコン等の無機絶縁材料を用いて、単層構造又は積層構造で形成することができる。本
実施の形態ではスペーサ６８６として柱状スペーサを形成するため、基板全面に絶縁層を
形成した後、エッチング加工して所望の形状のスペーサを得る。なお、スペーサ６８６の
形状は特に限定されず、球状のスペーサを散布してもよい。スペーサ６８６により、セル
ギャップを保持することができる。
【０１１０】
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　配向膜６８２は、利用する液晶の動作モードに対応して材料を選択すればよく、液晶を
一定方向に配列させることが可能な層を形成する。例えばポリイミド、ポリアミド等の材
料を用いて形成し、配向処理を行うことで配向膜として機能させることができる。配向処
理としては、ラビングや、紫外線等の光照射などを行えばよい。配向膜６８２の形成方法
は特に限定されないが、各種印刷法や液滴吐出法を用いると、絶縁層６０９上に選択的に
形成することができる。
【０１１１】
　シール材６８０は、表示装置完成後、少なくとも表示領域を囲うように形成する。本実
施の形態では、表示部６２０、第１の駆動回路部６３０及び第２の駆動回路部６５０の周
辺を囲うように枠状のシールパターンを形成する。シール材６８０としては、熱硬化樹脂
や光硬化樹脂を用いることができる。なお、シール材にフィラーを含ませることでセルギ
ャップを保持させることもできる。シール材６８０は、後に対向電極、カラーフィルター
等設けられた基板と封止する際に、光照射、加熱処理等を行って硬化を行う。
【０１１２】
　シール材６８０に囲まれた領域に液晶層６８４を形成する。また、カラーフィルター６
８９、対向電極６８８、配向膜６８７が順次積層された第２の基板６９０と第１の基板６
００を貼り合わせる（図１３（Ｂ）参照）。
【０１１３】
　液晶層６８４は、所望の液晶材料を用いて形成する。例えば、液晶層６８４は、シール
材６８０で形成された枠状のシールパターン内に液晶材料を滴下して形成することができ
る。液晶材料の滴下は、ディスペンサ法や液滴吐出法を用いて行えばよい。なお、液晶材
料は予め減圧下で脱気しておくか、滴下後に減圧下で脱気することが好ましい。また、液
晶材料の滴下の際に不純物等混入しないように、不活性雰囲気下で行うことが好ましい。
また、液晶材料を滴下して液晶層６８４を形成した後、第１の基板６００及び第２の基板
６９０を貼り合わせるまでは、液晶層６８４に気泡等入らないように減圧下で行うことが
好ましい。
【０１１４】
　また、液晶層６８４は、第１の基板６００と第２の基板６９０を貼り合わせた後、シー
ル材６８０の枠状パターン内に、毛細管現象を利用して液晶材料を注入して形成すること
もできる。この場合、あらかじめシール材等に液晶の注入口となる部分を形成しておく。
なお、液晶材料は、減圧下で注入を行うことが好ましい。
【０１１５】
　第１の基板６００と第２の基板６９０は、対向させて密着させた後、シール材６８０を
硬化させて貼り合わせることができる。このとき、第２の基板６９０に設けられた配向膜
６８７と、第１の基板６００に設けられた配向膜６８２とで、液晶層６８４が挟持される
構造となるように貼り合わせる。なお、第１の基板６００と第２の基板６９０の貼り合わ
せ及び液晶層６８４の形成を行った後、加熱処理を行って液晶層６８４の配向乱れを修正
することも可能である。
【０１１６】
　第２の基板６９０は、透光性を有する基板を用いる。例えば、アルミノシリケートガラ
ス、アルミノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス等の各種ガラス基板、石英基
板、セラミック基板、サファイヤ基板等を用いることができる。
【０１１７】
　第２の基板６９０上には、貼り合わせる前に、カラーフィルター６８９、対向電極６８
８、配向膜６８７を順に形成しておく。なお、第２の基板６９０には、カラーフィルター
６８９の他にブラックマトリクスを設けてもよい。また、カラーフィルター６８９は第２
の基板６９０の外側に設けてもよい。また、モノカラー表示とする場合は、カラーフィル
ター６８９を設けなくともよい。また、シール材を第２の基板６９０側に設けてもよい。
なお、シール材を第２の基板６９０側に設ける場合は、液晶材料は第２の基板６９０に設
けられたシール材の枠状パターン内に滴下する。
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【０１１８】
　対向電極６８８は、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、酸化シリコンを含むインジウム錫
酸化物（ＩＴＳＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、又はガリウ
ムを添加した酸化亜鉛（ＧＺＯ）等の透光性を有する導電材料を用いて形成することがで
きる。配向膜６８７は、上記配向膜６８２と同様に形成することができる。
【０１１９】
　以上により、第１の基板６００と第２の基板６９０との間に、液晶層６８４を含む表示
部６２０、第１の駆動回路部６３０及び第２の駆動回路部６５０が封止された構造が得ら
れる。なお、表示部６２０及び第１の駆動回路部６３０、第２の駆動回路部６５０に形成
される回路部には、トランジスタの他、抵抗や、コンデンサなどを同時に作製してもよい
。また、トランジスタの構造は特に限定されない。例えば、１つのＳＯＩ層に対して複数
のゲートを設けたマルチゲート構造とすることもできる。
【０１２０】
　次に、貼り合わせた第１の基板６００及び第２の基板６９０を分断して、所望のパネル
サイズに加工する（図１４（Ａ）参照）。ここでは、パネル形成領域６１０ａ、パネル形
成領域６１０ｂが分離するように分断する。分断面では、端子電極６７４が露出する。な
お、液晶層６８４を含む表示部６２０や第１の駆動回路部６３０は、シール材６８０によ
って封止されている。第１の基板６００及び第２の基板６９０の分断は、スクライバー装
置、ブレイカー装置、ロールカッターなどの切断装置を用いて行うことができる。
【０１２１】
　次に、端子領域６７０上の第２の基板６９０を分断する（図１４（Ｂ）参照）。ここで
は、端子電極６７４上の第２の基板６９０、カラーフィルター６８９、対向電極６８８及
び配向膜６８７を除去するように分断する。以上で、所望のパネルサイズを有する表示パ
ネルを得ることができる。
【０１２２】
　ここで、貼り合わせた基板の分断について、図１０に示す上面の模式図を用いて詳しく
説明する。
【０１２３】
　図１０（Ａ）は、図１１（Ａ）に示すＳＯＩ基板に相当する上面の模式図を示している
。ここでは、一枚の基板６００上に、それぞれ分離されたＳＯＩ層６１０を有するパネル
形成領域６１０ａ、パネル形成領域６１０ｂ、パネル形成領域６１０ｃ、パネル形成領域
６１０ｄが設けられている例を示している。パネル形成領域６１０ａ、６１０ｂ、６１０
ｃ、６１０ｄにそれぞれ設けられているＳＯＩ層６１０は、所望のパネルサイズとなって
いる。
【０１２４】
　図１０（Ｂ）は、図１１（Ｂ）乃至図１３（Ａ）に示す工程を経て、図１３（Ｂ）に示
すような第１の基板６００及び第２の基板６９０の貼り合わせの工程まで終了した上面の
模式図を示している。それぞれのパネル形成領域６１０ａ、６１０ｂ、６１０ｃ、６１０
ｄ毎に、表示部６２０、第１の駆動回路部６３０、第２の駆動回路部６５０が設けられシ
ール材６８０によって封止されている。なお、図１３（Ｂ）は図１０（Ｂ）の線分ＱＲの
断面図に相当する。
【０１２５】
　次に、貼り合わせた第１の基板６００及び第２の基板６９０を図１０（Ｂ）の矢印６０
０２、矢印６００４に沿って分断し、図１０（Ｃ）に示すようにパネル形成領域毎に分離
する。なお、図１４（Ａ）は図１０（Ｃ）の線分Ｑ’Ｒ’の断面図に相当する。
【０１２６】
　次に、第２の基板６９０を図１０（Ｃ）の矢印６０１２、矢印６０１４に沿って分断し
、図１０（Ｄ）に示すように端子領域６７０を露出させる。端子領域６７０には端子電極
６７４が設けられており、後に形成される外部入力端子と異方性導電層等を用いて接続さ
れる。なお、図１４（Ｂ）は図１０（Ｄ）の線分Ｑ’’Ｒ’’の断面図に相当する。以上
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で、表示パネル６１００ａ、表示パネル６１００ｂ、表示パネル６１００ｃ、表示パネル
６１００ｄを得ることができる。表示パネル６１００ａを構成する素子は、パネル形成領
域６１０ａに設けられた１つのＳＯＩ層で形成される。同様に、他の表示パネルを構成す
る素子も、それぞれのパネル形成領域に設けられた１つのＳＯＩ層で形成される。よって
、特性のばらつきを抑えることができる。
【０１２７】
　なお、ここでは貼り合わせた第１の基板６００及び第２の基板６９０を分断した後、さ
らに第２の基板６９０を分断する例を示したが、予め所望のサイズに加工しておいた第２
の基板６９０を貼り合わせる構成としてもよい。
【０１２８】
　また、ここでは便宜的に１枚のベース基板から４枚の表示パネルを製造する例を示した
が、本発明は特に限定されない。上述したように、本発明に係るＳＯＩ基板は所望のパネ
ルサイズのＳＯＩ層が複数設けられており、個々のＳＯＩ層を用いて同時に複数の表示パ
ネルを製造することが可能である。よって、ベース基板上に設けられたＳＯＩ層の数に比
例して面取り数も増大するため、生産性が飛躍的に向上する。
【０１２９】
　次に、第２の基板６９０に偏光板６９２を設ける。また、端子電極６７４に異方性導電
層６７６を介して外部入力端子６７８を接続し、表示パネルを外部と電気的に接続させる
構成とする（図１５参照）。
【０１３０】
　偏光板６９２は、第２の基板６９０の外側（液晶層６８４等を封止していない面側）に
設ける。なお、透過型の液晶表示装置とする場合は、第１の基板６００の外側（液晶層６
８４等を封止していない面側）にも偏光板を設ければよい。また、偏光板の他、位相差板
、反射防止膜などの光学フィルムなどを設けてもよい。
【０１３１】
　外部入力端子６７８は外部からの信号（例えばビデオ信号、クロック信号、スタート信
号、リセット信号等）や電位を伝達する役目を担う。ここでは、外部入力端子６７８とし
てＦＰＣを接続する。なお、端子電極６７４は、第１の駆動回路部６３０及び第２の駆動
回路部６５０と電気的に接続されているものとする。
【０１３２】
　以上により表示装置を得ることができる。なお、反射型の液晶表示装置の場合、外光（
太陽光や室内光）などを利用して表示を行うことができるが、冷陰極管又はＬＥＤ素子等
の光源や導光板等で構成されるフロントライトや反射シート等を設けてもよい。フロント
ライトは表示装置の視認側に設けることができる。フロントライトを設けることで、十分
な外光が得られない場合でも、鮮明な表示を行うことができる。
【０１３３】
　また、透過型の液晶表示装置若しくは半透過型の液晶表示装置とする場合は、冷陰極管
又はＬＥＤ素子等の光源や導光板や反射シート等で構成されるバックライトを設ける。バ
ックライトは、表示装置の視認側と反対側（背面側）に設ける。透過型の液晶表示装置の
場合は、光源からの光を視認側に透過させて、表示を行うことができる。
【０１３４】
　ここでは、基板６００上に所望のパネルサイズであるＳＯＩ層６１０を複数設けたＳＯ
Ｉ基板を用いている。そして、１つの表示装置を構成する表示パネル毎に、素子を形成す
るＳＯＩ層が分離している。よって、分断して個々の表示パネルに分ける際に、ＳＯＩ層
にダメージが入るのを防ぐことができ、歩留まりの向上を図ることができる。また、１つ
の表示装置を形成する素子が、１つのＳＯＩ層を用いて形成されるため、特性のばらつき
を抑えることができる。
【０１３５】
　なお、図９乃至図１５では、表示素子として液晶素子を用いる表示装置を製造する例を
示したが、本発明は特に限定されない。例えば発光素子を用いることもできるし、電気泳
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動素子を用いることも可能である。図２１に発光素子を用いる表示装置（発光装置、ＥＬ
表示装置ともいわれる）の例を示す。また、図２２に電気泳動素子を用いる表示装置（電
子ペーパ、電気泳動表示装置ともいわれる）の例を示す。なお、表示素子以外の構成は図
９乃至図１５で示したものと同様であるため、説明は省略する。
【０１３６】
　図２１では、液晶素子の代わりに発光素子７１０を用いた表示装置を示している。ここ
では、画素電極（陰極）７１２と対向電極（陽極）７１６との間に挟持された有機化合物
層７１４が設けられている例を示す。有機化合物層７１４は、少なくとも発光層を含み、
その他電子注入層、電子輸送層、正孔輸送層、正孔注入層等を含んでいてもよい。また、
画素電極７１２の端部は隔壁層７１８に覆われている。隔壁層７１８は絶縁材料を用いて
基板全面に成膜した後に画素電極７１２の一部が露出するように加工するか、液滴吐出法
等用いて選択的に形成すればよい。画素電極７１２及び隔壁層７１８上に、有機化合物層
７１４、対向電極７１６が順に積層される。発光素子７１０と第２の基板６９０の間の空
間７２０は、不活性気体等を充填してもよいし、樹脂等を形成してもよい。
【０１３７】
　図２２では、液晶素子の代わりに電気泳動素子を用いた表示装置を示している。ここで
は、画素電極８１２と対向電極（共通電極）８１４との間に挟持された電気泳動層８２０
が設けられている例を示す。電気泳動層８２０は、バインダ８１６によって固定された複
数のマイクロカプセル８１０を含んでいる。マイクロカプセル８１０は直径１０μｍ乃至
２００μｍ程度であり、透明な液体と、正に帯電した白い微粒子と、負に帯電した黒い微
粒子とを封入した構成となっている。当該マイクロカプセル８１０は、画素電極８１２と
対向電極８１４によって電場が与えられると、白い微粒子と、黒い微粒子が逆の方向に移
動し、白または黒を表示することができる。この原理を応用した表示素子が電気泳動素子
である。電気泳動素子は、液晶素子に比べて反射率が高いため、補助ライト（例えばフロ
ントライト）が無くとも、薄暗い場所で表示部を認識することが可能である。また、消費
電力も小さい。さらに、表示部に電源が供給されない場合であっても、一度表示した像を
保持することが可能である。
【０１３８】
　次に、本発明に係る表示装置（表示パネル）を適用した電子機器の例について説明する
。具体的には、図１７を用いて携帯電話機に適用する例を説明する。
【０１３９】
　図１７で示す携帯電話機は、操作スイッチ類１９０４、マイクロフォン１９０５などが
備えられた本体（Ａ）１９０１と、表示パネル（Ａ）１９０８、バックライト部１９１１
、表示パネル（Ｂ）１９０９、スピーカ１９０６などが備えられた本体（Ｂ）１９０２と
が、蝶番１９１０で開閉可能に連結されている。表示パネル（Ａ）１９０８と表示パネル
（Ｂ）１９０９は、回路基板１９０７やバックライト部１９１１と共に本体（Ｂ）１９０
２の筐体１９０３の中に収納される。表示パネル（Ａ）１９０８及び表示パネル（Ｂ）１
９０９の表示部は筐体１９０３に形成された開口窓から視認できるように配置される。こ
こでは、バックライト部１９１１と表示パネル（Ａ）１９０８とが重なるように配置して
透過型の液晶表示装置としている。バックライト部１９１１としては、冷陰極管を用いて
もよいし、ＬＥＤ素子を用いてもよい。また、バックライト部として、導光板とＬＥＤ素
子との組み合わせを用いてもよい。
【０１４０】
　表示パネル（Ａ）１９０８と表示パネル（Ｂ）１９０９は、本発明に係るＳＯＩ基板を
用いて製造される。よって、歩留まり良く製造することができる。
【０１４１】
　また、表示パネル（Ａ）１９０８と表示パネル（Ｂ）１９０９は、その携帯電話機１９
００の機能に応じて画素数などの仕様を適宜設定することができる。例えば、表示パネル
（Ａ）１９０８を主画面とし、表示パネル（Ｂ）１９０９を副画面として組み合わせるこ
とができる。
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【０１４２】
　本実施の形態に係る携帯電話機は、その機能や用途に応じてさまざまな態様に変容し得
る。例えば、蝶番１９１０の部位に撮像素子を組み込んで、カメラ付きの携帯電話機とし
ても良い。また、操作スイッチ類１９０４、表示パネル（Ａ）１９０８、表示パネル（Ｂ
）１９０９を一つの筐体内に納めさせた構成としてもよい。
【０１４３】
　また、図１８（Ａ）に表示パネル（Ａ）１９０８の構成の一例を示す。表示パネル（Ａ
）１９０８は、画素電極が設けられた第１の基板１９２０と、第１の基板と対向する第２
の基板１９２３をシール材１９２２で貼り合わせている。また、シール材１９２２は表示
部１９２１を囲むように形成されていて、第１の基板１９２０と第２の基板１９２３とシ
ール材１９２２で囲まれた領域（枠状シールパターン内）に液晶層が設けられている。
【０１４４】
　また、図１８（Ｂ）に図１８（Ａ）とは異なる表示パネル構成の例を示す。なお、図１
８（Ｂ）において、図１８（Ａ）と共通な部分には同じ符号を用いる。図１８（Ｂ）のパ
ネルは、表示部を駆動させるための駆動ＩＣ１９２７が第１の基板１９２０に搭載されて
いる。駆動ＩＣ１９２７を第１の基板１９２０に搭載することで回路の集積化を行ってい
る。
【０１４５】
　また、図１８（Ｃ）に図１８（Ａ）とは異なる表示パネル構成の例を示す。なお、図１
８（Ｃ）において、図１８（Ａ）と共通な部分には同じ符号を用いる。図１８（Ｃ）の表
示パネルは、表示部１９２９を駆動させるための駆動回路部１９２８が第１の基板１９２
０と同一基板上に形成されている。また、駆動回路だけでなく、その他の回路（光センサ
回路、ＣＰＵなど）を同一基板上に形成してもよい。
【０１４６】
　図１８（Ａ）、図１８（Ｂ）、及び図１８（Ｃ）で示した表示パネルに所望の光学フィ
ルム、例えば、偏光板、反射防止フィルム、カラーフィルターなどを重ねて設けてもよい
。なお、図１８（Ａ）、図１８（Ｂ）、及び図１８（Ｃ）で示したＦＰＣ１９２４は第１
の基板１９２０に接続されている。
【０１４７】
　このように、本発明に係るＳＯＩ基板を利用して表示装置（表示パネル）を製造するこ
とで、大面積基板を用いて一度に製造プロセスを流すことができ、生産性を向上させるこ
とができる。また、複数のＳＯＩ層によりＳＯＩ基板を製造するが、個々のＳＯＩ層の大
きさを所望のパネルサイズ程度とすることで、表示パネル等の表示装置の製造において、
歩留まりの向上を図ることができる。
【０１４８】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、上記実施の形態と異なる方法でＳＯＩ基板を製造する例を示す。
【０１４９】
　まず、半導体基板２００を準備する（図２３（Ａ）参照）。半導体基板２００は、上述
の半導体基板１０１と同様のものを用いればよく、シリコン基板やゲルマニウム基板、ガ
リウムヒ素やインジウムリンなどの化合物半導体基板等を用いればよい。
【０１５０】
　半導体基板２００の一表面上には、窒素含有絶縁層２０２を設けることが好ましい。窒
素含有絶縁層２０２は、窒化シリコン層、窒化酸化シリコン層又は酸化窒化シリコン層を
用いて単層構造又は積層構造で形成すればよい。窒素含有絶縁層２０２を設けることで、
可動イオンや水分等の不純物がＳＯＩ層に拡散して汚染されることを防ぐことができる。
また、分離層を形成するためのイオンを照射する際に、保護層としても機能することがで
きる。
【０１５１】
　次に、半導体基板２００を選択的にエッチングする（図２３（Ｂ）参照）。本実施の形
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態では、エッチングにより半導体基板に溝（以下、「凹部」ともいう）を形成し、凸状に
残存する部分（以下、「凸部」ともいう）が所望のパネルサイズである一のパネルを含む
面積となるようにする。なお、本明細書では、半導体基板を選択的にエッチングして溝を
形成する加工を「溝加工」ともいう。
【０１５２】
　なお、溝加工により形成される凸部は所望のパネルサイズである一のパネルを含む面積
となるように形成し、例えば対角１０インチ未満の中小型パネルのパネルサイズとするこ
とが好ましい。携帯電話機に適用する場合は、画面サイズが対角２．４インチ乃至対角３
インチ程度が知られており、これらの画面サイズに画面額縁サイズを考慮したサイズとす
ればよい。半導体基板２００に残存する凸部は、後にベース基板に転置されるＳＯＩ層を
形成する。つまり、溝加工により、一のパネルを含む面積となるように凸部を形成するこ
とで、ベース基板に、一のパネルを含む面積に分割されたＳＯＩ層を転置することができ
る。また、溝加工により、複数の分割された凸部を形成することで、ベース基板に複数の
ＳＯＩ層を転置することができる。
【０１５３】
　半導体基板２００は、残存させたい部分を選択的にマスクで覆ってエッチングすること
で、所望のパネルサイズである一のパネルを含む面積を有する凸部を得ることができる。
マスクとしては、レジストマスクや絶縁層で形成したハードマスクを適用すればよい。エ
ッチング後、不要になったマスクは適宜除去すればよい。また、本実施の形態では、半導
体基板２００上に窒素含有絶縁層２０２が設けられているため、該窒素含有絶縁層２０２
も選択的にエッチングされるものとする。よって、溝加工後、窒素含有絶縁層２０２は凸
部に残存する。
【０１５４】
　また、半導体基板２００をエッチングする深さ（溝加工の深さ）は、後にベース基板に
転置するＳＯＩ層の膜厚を考慮して適宜選択する。なお、ＳＯＩ層の膜厚は、イオンを照
射し、該照射したイオンを構成する元素を添加する深さで設定することが可能である。本
実施の形態において、半導体基板２００の溝加工の深さ（形成する溝の深さ）は、分離層
よりも深くなるようにすることが好ましい。半導体基板２００の溝加工において、溝の深
さを分離層よりも深くすることで、後にＳＯＩ層をベース基板に転置する際に、半導体基
板２００の凸部のみ、容易に転置することが可能になる。
【０１５５】
　次に、半導体基板２００の表面から電界で加速されたイオンを所定の深さに照射して、
分離層２０４を形成する（図２３（Ｃ）参照）。分離層２０４は、上述の図４（Ａ）の場
合と同様に形成すればよく、例えば水素、ヘリウム又はフッ素等のハロゲンのイオンを照
射して形成することができる。なお、イオンの照射は、半導体基板２００が溝加工された
面側（本実施の形態では窒素含有絶縁層２０２が設けられた面側）から行う。
【０１５６】
　半導体基板２００は、予め分離層２０４よりも深くなるように溝が形成されているため
、所望のＳＯＩ層がベース基板に転置されるよう、分離層２０４を形成することが可能で
ある。具体的には、半導体基板２００の凸部と凹部で、分離層２０４が段違いになるよう
に形成される。なお、半導体基板２００の凹部及び凸部で、半導体基板２００表面からの
分離層の深さは同程度である。
【０１５７】
　次に、半導体基板２００に接合層２２２を形成する（図２３（Ｄ）参照）。接合層２２
２は、半導体基板２００がベース基板と接合を形成する面に形成する。本実施の形態では
、半導体基板２００の窒素含有絶縁層２０２が設けられた側全面を覆うように、接合層２
２２を形成する。接合層２２２は、上述の接合層１２２と同様に形成すればよく、好まし
くは有機シランを原料ガスに用いた化学気相成長法により酸化シリコン層を形成する。
【０１５８】
　次に、半導体基板２００をベース基板２２４に貼り合わせる（図２４（Ａ）参照）。こ
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こでは、ベース基板２２４と半導体基板２００の接合層２２２が設けられた面とを密着さ
せ、ベース基板２２４と半導体基板２００を貼り合わせる例を示す。なお、ベース基板２
２４及び半導体基板２００ともに、接合を形成する面は十分に清浄化しておくことが好ま
しい。ベース基板２２４と接合層２２２を密着させることにより接合が形成される。この
接合はファンデルワールス力が作用しており、ベース基板２２４と半導体基板２００とを
圧接することで、水素結合による強固な接合を形成することが可能である。本実施の形態
において、半導体基板２００には溝加工がされているので、凸部がベース基板２２４と接
することとなる。
【０１５９】
　なお、上記実施の形態１と同様に、接合面（本実施の形態では接合層２２２又はベース
基板２２４の表面）は原子ビームやイオンビームの照射、又はプラズマやラジカル処理を
行うことにより、活性化させておいても構わない。予め、接合面を活性化させておくこと
で、異種材料間の接合を容易にすることができる。また、接合層２２２を間に介してベー
ス基板２２４及び半導体基板２００を貼り合わせた後は、加熱処理又は加圧処理を行うこ
とが好ましい。
【０１６０】
　次に、加熱処理を行い、分離層２０４を劈開面として、半導体基板２００の一部をベー
ス基板２２４から剥離する。本実施の形態において、半導体基板２００は溝の深さが分離
層２０４よりも深くなるように溝加工されており、分離層２０４は段違いに形成されてい
る。また、半導体基板２００に設けられた接合層２２２は、ベース基板２２４と凸部のみ
接している。そのため、ベース基板２２４上に半導体基板２００の凸部のみＳＯＩ層とし
て残存させることができる。よって、ベース基板２２４上は、所望のパネルサイズを有し
、半導体基板２００と同じ結晶性を有するＳＯＩ層が残存することとなる。半導体基板２
００に所望のパネルサイズである凸部を複数形成しておけば、ベース基板上に複数のＳＯ
Ｉ層を形成することができる。図２４Ｂでは、便宜上、ベース基板２２４上に４つのＳＯ
Ｉ層２２６、ＳＯＩ層２２８、ＳＯＩ層２３０、ＳＯＩ層２３２が残存する例を示してい
る。
【０１６１】
　なお、剥離のための加熱処理は、接合層２２２の成膜温度以上、ベース基板２２４の耐
熱温度以下で行うことが好ましい。例えば、４００℃乃至６００℃の加熱処理を行うこと
により、分離層２０４に形成された微小な空洞の体積変化が起こり、分離層２０４に沿っ
て劈開することが可能となる。
【０１６２】
　また、剥離により得られたＳＯＩ層を平坦化又は薄膜化するため、ＣＭＰやレーザビー
ムの照射等を行ってもよい。
【０１６３】
　以上で、ベース基板２２４上に接合層２２２を介して複数のＳＯＩ層が設けられたＳＯ
Ｉ基板を得ることができる。図２４Ｂでは、便宜上、ベース基板２２４上に接合層２２２
を介してＳＯＩ層２２６、ＳＯＩ層２２８、ＳＯＩ層２３０、ＳＯＩ層２３２が設けられ
たＳＯＩ基板を示している。
【０１６４】
　なお、ＳＯＩ層は、露光装置の一回の露光範囲程度を１つのまとまりとして、ベース基
板に転置することが好ましい。具体的には、ベース基板に複数のＳＯＩ層を転置してＳＯ
Ｉ基板を形成する際に、露光装置の一回の露光範囲程度を一のまとまりとしてＳＯＩ層を
転置することが好ましい。つまり、転置されたＳＯＩ層の一のまとまりが、一回の露光範
囲程度の面積であることが好ましい。以下、本明細書では露光装置の一回の露光範囲を「
１ショットサイズ」という。また、ＳＯＩ層と一緒にアライメントマーカーを転置するこ
とが好ましい。
【０１６５】
　ここで、溝加工後の半導体基板２００の上面の模式図を図２５（Ａ）に示す。なお、図
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２５（Ａ）の線分ＡＡ’の断面図が、図２３（Ｂ）に相当するものとする。
【０１６６】
　半導体基板２００は選択的にエッチングされており、図２３（Ｂ）の凸部に相当する部
分に窒素含有絶縁層２０２が残っている。半導体基板２００に形成された凸部は、上面か
ら見ると、その表面が所望のパネルサイズである一のパネルを含む面積を有している。こ
こでは、上面から見て、半導体基板２００上に窒素含有絶縁層２０２が所望のパネルサイ
ズである一のパネルを含む面積に分割されて残ることになる。窒素含有絶縁層２０２下に
は、半導体基板２００に形成された凸部が位置することになる。
【０１６７】
　表示装置、半導体装置等の製造分野において、微細なパターン等形成する際は、フォト
リソグラフィが適用されることが多い。フォトリソグラフィでは、ステッパーに代表され
る露光装置を用いて、基板上に塗布したレジスト層に所望のパターン形状を転写して形成
した後、当該パターン形状を利用して基板上に所望のパターンを形成する。例えば、所望
のパターン形状として回路パターンを基板上に塗布したレジスト層に形成し、当該回路パ
ターンを利用して基板上にトランジスタを含む回路を形成する。露光装置の１ショットサ
イズは装置に依存するが、既存のステッパーを利用する場合、１ショットサイズは２５ｍ
ｍ角、１００ｍｍ角、１１３ｍｍ角、１３２ｍｍ角、又は１４４ｍｍ角程度であり、一辺
が１メートルを超えるような大面積の基板を一括で露光することは難しい。よって、予め
露光装置の１ショットサイズのＳＯＩ層群を１つのまとまりとして転置することで、所望
の回路パターンを効率的に形成することができる。これは、１ショットサイズのＳＯＩ層
群を一のまとまりとして転置することで、前記ＳＯＩ層群の一のまとまりを同時に露光し
て所望のパターン、例えば回路パターンを形成することができるからである。回路パター
ンは前記ＳＯＩ層群を構成する個々のＳＯＩ層に形成され、例えば個々のＳＯＩ層にトラ
ンジスタを含む回路パターンを形成することができる。なお、一のまとまりを形成するＳ
ＯＩ層群の個々のＳＯＩ層は、所望のパネルサイズである一のパネルを含む面積に分割さ
れている。
【０１６８】
　図２５（Ａ）では、ステッパーの１ショットサイズの領域２５０を破線で囲んでいる。
半導体基板２００は、ＳＯＩ層として転置される領域が、ステッパーの１ショットサイズ
の領域２５０を一のまとまりとして効率的に配列されるように、選択的にエッチングされ
ている。
【０１６９】
　また、領域２５０内には、アライメントマーカーとなる部分２４０も残存している。該
アライメントマーカーとなる部分２４０は、ＳＯＩ層となる部分を選択的にマスクで覆う
際に、一緒にマスクで覆っておくことで残すことができる。図２５（Ａ）に示す半導体基
板２００には、アライメントマーカーとなる部分２４０にも窒素含有絶縁層２０２が残っ
ている。なお、アライメントマーカーとなる部分２４０は断面図では省略する。
【０１７０】
　図２５（Ｂ）は、ＳＯＩ層が転置されたベース基板２２４の上面の模式図を示している
。なお、図２５（Ｂ）の線分ＡＡ’の断面図が、図２４（Ｂ）に相当するものとする。
【０１７１】
　ベース基板２２４には、ステッパーの１ショットサイズの領域２５０を一単位として、
ＳＯＩ層群がひとまとまりになり、規則的に配列している。また、ＳＯＩ層と同じ結晶性
のアライメントマーカー２６０も形成されている。
【０１７２】
　図２５（Ｂ）において、一のステッパーの１ショットサイズの領域２５０に、一のアラ
イメントマーカーと、複数のＳＯＩ層が設けられている。つまり、一のアライメントマー
カーに複数の単結晶半導体層が属するように、ベース基板に転置されている。
【０１７３】
　図２５（Ｂ）に示すＳＯＩ基板を用いて、上記実施の形態１と同様に表示装置を製造す
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る場合、アライメントマーカー２６０で位置のアライメントを取り、１ショットサイズの
領域２５０に位置するＳＯＩ層を同時に露光し、フォトリソグラフィを行うことができる
。また、ステッパーの１ショットサイズを考慮してＳＯＩ層を配列させており、且つＳＯ
Ｉ層が所望のパネルサイズであるため、効率的にパターンを形成することができる。
【０１７４】
　例えば、図２６（Ａ）、（Ｂ）において、ベース基板２２４におけるステッパーの１シ
ョットサイズの領域２５０の１つを用いて説明する。図２６（Ａ）において、領域２５０
ａに、一のアライメントマーカー２６０ａに対して、ＳＯＩ層２２６ａ、ＳＯＩ層２２６
ｂ、ＳＯＩ層２２８ａ、ＳＯＩ層２２８ｂが配列されている。ＳＯＩ層２２６ａ、ＳＯＩ
層２２６ｂ、ＳＯＩ層２２８ａ、ＳＯＩ層２２８ｂは、所望のパネルサイズの大きさであ
る。該ＳＯＩ層２２６ａ、ＳＯＩ層２２６ｂ、ＳＯＩ層２２８ａ、ＳＯＩ層２２８ｂは領
域２５０ａに位置しており、一のまとまりを形成している。
【０１７５】
　図２６（Ｂ）において、アライメントマーカー２６０ａを用いて位置合わせを行い、Ｓ
ＯＩ層２２６ａ、ＳＯＩ層２２６ｂ、ＳＯＩ層２２８ａ、ＳＯＩ層２２８ｂを選択的にエ
ッチングして、所望のパターンを形成する例を示す。例えば、ＳＯＩ層２２６ａ、ＳＯＩ
層２２６ｂ、ＳＯＩ層２２８ａ、ＳＯＩ層２２８ｂからなる一のまとまりを同時に露光し
て回路パターンを転写して形成する。このとき、アライメントマーカー２６０ａを形成し
ておくことで、フォトリソグラフィの際に、位置合わせ等容易に行うことができる。なお
、エッチング後の個々のＳＯＩ層のパターンは、例えば回路部に形成されるトランジスタ
のチャネル部を形成することができる。そして、その他の工程を経て、個々のＳＯＩ層を
用いてトランジスタを含む回路を形成することができる。
【０１７６】
　また、同時に露光して転写し形成した回路パターンを用いて、ＳＯＩ層を選択的にエッ
チングし、トランジスタのチャネル部等を形成する所望のＳＯＩ層パターンを形成する際
、後のパターン形成（ゲート電極等）のためのアライメントマーカーを形成することが好
ましい。例えば、図２６（Ｂ）には、それぞれのパネル形成領域毎に、アライメントマー
カー２７１ａ、アライメントマーカー２７１ｂ、アライメントマーカー２７２ａ、アライ
メントマーカー２７２ｂを形成する例を示している。先に形成したアライメントマーカー
２６０ａで後のパターン形成の際の位置合わせを行うことも可能であるが、より微細なパ
ターン形状に対応するために、新たにアライメントマーカーを形成することが好ましい。
このようにすることで、微細なパターン形状を形成する際も、位置合わせ等、容易に行う
ことができる。
【０１７７】
　なお、ここでは、便宜的に４つのＳＯＩ層を一のまとまりとして、ステッパーの１ショ
ットサイズの一単位とする例を示すが、本発明は特に限定されるものではない。一単位を
構成するＳＯＩ層の数は任意である。つまり、転置された複数のＳＯＩ層から、任意の個
数のＳＯＩ層を選択して一のまとまりとすることができる。
【０１７８】
　なお、本実施の形態は、上記実施の形態１と自由に組み合わせて行うことができる。
【０１７９】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、本発明に係るＳＯＩ基板を用いて、上記実施の形態と異なる構成の
素子を作製する例を示す。具体的には、素子分離構造としてＳＯＩ層間に絶縁層を埋め込
んだ構成について図１９と図２０を参照して説明する。
【０１８０】
　図１９（Ａ）において、ベース基板３００に接合層３０４を介してＳＯＩ層３０２が設
けられている。ＳＯＩ層３０２は所望のパネルサイズの大きさを有する。ＳＯＩ層３０２
上には、素子形成領域に合わせて窒化シリコン層３０５、酸化シリコン層３０６を形成す
る。酸化シリコン層３０６は、素子分離のためにＳＯＩ層３０２をエッチングするときの
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ハードマスクとして用いる。窒化シリコン層３０５はエッチングストッパーである。
【０１８１】
　ＳＯＩ層３０２の膜厚は５ｎｍ乃至５００ｎｍ、好ましくは１０ｎｍ乃至２００ｎｍの
厚さとすることが好ましい。ＳＯＩ層３０２の厚さは、上記実施の形態で説明した分離層
の深さを制御することにより適宜設定できる。ＳＯＩ層３０２にはしきい値電圧を制御す
るために、ボロン、アルミニウム、ガリウムなどのｐ型不純物を添加する。例えば、ｐ型
不純物としてボロンを５×１０１７ｃｍ－３以上１×１０１８ｃｍ－３以下の濃度で添加
されていても良い。
【０１８２】
　図１９（Ｂ）は、酸化シリコン層３０６をマスクとしてＳＯＩ層３０２、接合層３０４
をエッチングする工程である。酸化シリコン層３０６、窒化シリコン層３０５、ＳＯＩ層
３０２及び接合層３０４の露出した端面に対してプラズマ処理により窒化する。この窒化
処理により、酸化シリコン層３０６、窒化シリコン層３０５、ＳＯＩ層３０２及び接合層
３０４の周辺端部には窒化処理層３０７が形成される。また、窒化処理層３０７として、
少なくともＳＯＩ層３０２の周辺端部には窒化シリコン層が形成される。ＳＯＩ層３０２
の周辺端部に形成される窒化シリコン層は絶縁性であり、ＳＯＩ層３０２の端面でのリー
ク電流が流れるのを防止する効果がある。また、耐酸化作用があるので、ＳＯＩ層３０２
と接合層３０４との間に、端面から酸化膜が成長してバーズビークが形成されるのを防ぐ
ことができる。
【０１８３】
　図１９（Ｃ）は、素子分離絶縁層３０８を堆積する工程である。素子分離絶縁層３０８
はＴＥＯＳを原料ガスに用いて酸化シリコン層を化学気相成長法で堆積する。素子分離絶
縁層３０８はＳＯＩ層３０２が埋め込まれるように厚く堆積する。
【０１８４】
　図１９（Ｄ）は窒化シリコン層３０５が露出するまで素子分離絶縁層３０８を除去する
工程を示している。この除去工程は、ドライエッチングによって行うこともできるし、化
学的機械研磨によって行っても良い。窒化シリコン層３０５はエッチングストッパーとな
る。素子分離絶縁層３０８はＳＯＩ層３０２の間に埋め込まれるように残存する。窒化シ
リコン層３０５はその後除去する。
【０１８５】
　図１９（Ｅ）において、ＳＯＩ層３０２が露出した後、ゲート絶縁層３０９、ゲート電
極３１０、サイドウォール絶縁層３１１を形成し、高濃度不純物領域３１２、低濃度不純
物領域３１３を形成する。絶縁層３１４は窒化シリコンで形成し、ゲート電極３１０をエ
ッチングするときのハードマスクとして用いる。
【０１８６】
　図２０（Ａ）において、層間絶縁層３１５を形成する。層間絶縁層３１５はＢＰＳＧ（
Ｂｏｒｏｎ　Ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｇｌａｓｓ）層を形成してリフロ
ーにより平坦化させる。また、ＴＥＯＳを原料ガスに用いて酸化シリコン層を形成し化学
的機械研磨処理によって平坦化しても良い。平坦化処理においてゲート電極３１０上の絶
縁層３１４はエッチングストッパーとして機能する。層間絶縁層３１５にはコンタクトホ
ール３１６を形成する。コンタクトホール３１６は、サイドウォール絶縁層３１１を利用
してセルフアラインコンタクトの構成となっている。
【０１８７】
　その後、図２０（Ｂ）で示すように、六フッ化タングステンを用い、ＣＶＤ法でコンタ
クトプラグ３１７を形成する。さらに絶縁層３１８を形成し、コンタクトプラグ３１７に
合わせて開口を形成して配線３１９を設ける。配線３１９はアルミニウム若しくはアルミ
ニウム合金で形成し、上層と下層にはバリアメタルとしてモリブデン、クロム、チタンな
どの金属膜で形成する。
【０１８８】
　このようにして、ベース基板３００に接合されたＳＯＩ層３０２を用いてトランジスタ
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を作製することができる。本実施の形態で示すトランジスタは、本発明に係る表示装置の
画素回路部、周辺回路部等に適用することができる。本実施の形態によれば、上記実施の
形態１又は形態２で製造されたＳＯＩ基板を用いることにより、１つのＳＯＩ層で１つの
表示パネルを構成する素子を形成できるため、特性のばらつきを抑えることができる。ま
た、複数のＳＯＩ層によりＳＯＩ基板を製造するが、個々のＳＯＩ層の大きさを所望のパ
ネルサイズ程度とすることで、表示装置の製造において歩留まりの向上を図ることができ
る。
【０１８９】
　なお、本実施の形態は、上記実施の形態１又は実施の形態２と自由に組み合わせて行う
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１９０】
【図１】本発明に係るＳＯＩ基板の構成の例を示す斜視図。
【図２】本発明に係るＳＯＩ基板の構成の例を示す断面図。
【図３】本発明に係るＳＯＩ基板の構成の例を示す断面図。
【図４】本発明に係るＳＯＩ基板の製造方法の例を示す断面図。
【図５】本発明に係るＳＯＩ基板の製造方法の例を示す断面図。
【図６】本発明に係るＳＯＩ基板の製造方法の例を示す上面図
【図７】本発明に係るＳＯＩ基板の製造方法の例を示す断面図。
【図８】本発明に係るＳＯＩ基板の製造方法の例を示す斜視図。
【図９】本発明に係る表示装置の例を示す上面図、断面図及び斜視図。
【図１０】本発明に係る表示装置の製造方法の例を示す上面図。
【図１１】本発明に係る表示装置の製造方法の例を示す断面図。
【図１２】本発明に係る表示装置の製造方法の例を示す断面図。
【図１３】本発明に係る表示装置の製造方法の例を示す断面図。
【図１４】本発明に係る表示装置の製造方法の例を示す断面図。
【図１５】本発明に係る表示装置の製造方法の例を示す断面図。
【図１６】プラズマ処理装置の構成の例を示す図。
【図１７】本発明に係る表示装置の例を示す分解図。
【図１８】本発明に係る表示装置の例を示す斜視図。
【図１９】本発明に係る表示装置の製造方法の例を示す断面図。
【図２０】本発明に係る表示装置の製造方法の例を示す断面図。
【図２１】本発明に係る表示装置の例を示す断面図。
【図２２】本発明に係る表示装置の例を示す断面図。
【図２３】本発明に係るＳＯＩ基板の製造方法の例を示す断面図。
【図２４】本発明に係るＳＯＩ基板の製造方法の例を示す断面図。
【図２５】本発明に係るＳＯＩ基板の例を示す上面図。
【図２６】本発明に係るＳＯＩ基板の例を示す上面図。
【符号の説明】
【０１９１】
１００　　ＳＯＩ基板
１０１　　半導体基板
１０２　　半導体基板
１０３　　分離層
１０４　　イオン
１１０　　ベース基板
１２０　　絶縁層
１２２　　接合層
１２４　　窒素含有絶縁層
１２６　　酸化シリコン層
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１３０　　ＳＯＩ層
１５０　　絶縁層
１５２　　バリア層
１５４　　接合層

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】
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